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第１章  空家等対策計画について 

１． 本計画の背景と目的 

近年、地域における人口減少や既存の住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズの変化及び

産業構造の変化等に伴い、居住その他の使用がなされていないことが常態である住宅その

他の建築物又はこれに附属する工作物及びその敷地（以下「空家等」という。）が年々増加

しています。 

この空家等の中には、適切な管理が行われていない結果として安全性の低下、公衆衛生

の悪化、景観の阻害など多岐にわたる問題を生じさせ、ひいては地域住民の生活環境に深

刻な影響を及ぼしているものがあることが全国的に問題となっていました。 

このことから、空家等がもたらす多岐にわたる問題等に関する施策を総合的かつ計画的

に推進することにより、公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的として、「空

家等対策の推進に関する特別措置法」（以下「空家法」という。）が平成 27 年（2015 年）

５月に全面施行されました。 

空家法で、空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）の責務や市町村にお

ける空家等に関する施策を推進するために必要な事項が定められたことから、全国の市町

村において空家等対策の取組が進められてきました。 

田村市（以下「本市」という。）においても、令和３年（2021 年）に、空家法に基づく「田

村市空家等対策計画」（以下「第１次計画」という。）を策定し、空家等の問題に取り組むこ

とにより、誰もが安全・安心にくらせるまちづくりを推進してまいりました。 

しかし、第１次計画の計画期間が令和３年度（2021 年度）から令和７年度（2025 年）で

あること、また、令和５年（2023 年）12 月に、空家法の一部を改正する法律が施行された

ことから、「第２次田村市空家等対策計画」（以下「本計画」という）に改定を行うものとな

ります。 
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【参考資料】 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律 

法律の概要   

○ 所有者の責務強化 

・（現行の「適切な管理の努力義務」に加え、）国、自治体の施策に協力する 

努力義務 

１．活用拡大 

① 空家等活用促進区域 (例)中心市街地、地域の再生拠点、観光振興を図る区域等 

・市区町村が区域や活用指針等を定め、用途変更や建替え等を促進 

⇒安全確保等を前提に接道に係る前面道路の幅員規制を合理化 

⇒指針に合った用途に用途変更等する場合の用途規制等を合理化 

・市区町村長から所有者に対し、指針に合った活用を要請 

② 財産管理人による所有者不在の空家等の処分 

③ 支援法人制度 

・市区町村長がＮＰＯ法人、社団法人等を空家等管理活用支援法人に指定 

・所有者等への普及啓発、市区町村から（事前に所有者同意を得た）情報提供を

受け所有者との相談対応 

・市区町村長に財産管理制度の利用を提案 

２．管理の確保 

① 特定空家等化を未然に防止する管理 

・放置すれば特定空家等になるおそれのある空家等（管理不全空家等）に対し、

管理指針に即した措置を、市区町村長から指導・勧告 

・勧告を受けた管理不全空家等は、固定資産税等の住宅用地特例を解除 

② 所有者把握の円滑化 

・市区町村から電力会社等に情報提供を要請 

３．特定空家等の除却等 

① 状態の把握 

・市区町村長に報告徴収権（勧告等を円滑化） 

② 代執行の円滑化 

・命令等の事前手続を経るいとまがない緊急時の代執行制度を創設 

・所有者不明時の代執行、緊急代執行の費用は、確定判決なしで徴収 

③ 財産管理人※による空家等の管理・処分（管理不全空家等、特定空家等） 

・市区町村長に選任請求を認め、相続放棄された空家等に対応 

※所有者に代わり財産を管理・処分。(注)民法上は利害関係人のみ請求可 
 

出典：「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律（概要１）」（国土交通省）  

＜令和５年（2023 年）12 月 13 日施行＞ 
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２． 計画の位置づけ 

本計画は、空家法第７条（空家等対策計画）に規定される計画であり、国が定めた「空家

等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」（以下「基本指針」と

いう。）に即すとともに、管理不全空家等や特定空家等の所有者等に対する措置や手続につ

いては「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必

要な指針（ガイドライン）」（以下「ガイドライン」という。）に準拠して策定します。 

また、本計画は、本市の最上位計画である「田村市総合計画」１及び住生活施策における

上位計画となる「田村市住生活基本計画」に即します。併せて、まちづくりの施策として

関連する「田村市都市計画マスタープラン」などの分野別計画と連携し、本市その他の各

種行政計画等に基づく事業等に関しても、できる限り整合を図ります。 

 

■ 第２次田村市空家等対策計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
１ 本計画策定時点（令和８年（2026 年）３月）においては、「第２次田村市総合計画」。 

 

空家等に関する施策を総合的かつ 

計画的に実施するための基本的な指針 

空家等対策の推進に関する特別措置法 

管理不全空家等及び特定空家等に 

対する措置に関する適切な実施を図る

ために必要な指針（ガイドライン） 

第２次空家等対策計画 

田村市都市計画 

マスタープラン 

 

その他関連計画 等 

田村市総合計画 

田村市住生活基本計画 

即する 連携・整合 
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３． 対象とする空家等の種類 

（１） 空家等 

本計画において「空家等」は、 

空家法第２条第１項１の「空家等」と同じ定義 

とします。 

空家法で「空家等」として規定される「建築物」２とは、建築基準法第２条第１号の「建

築物」と同義となります。このことから、一般的に『家』としてイメージされる一戸建住

宅や店舗・事務所併用住宅のほか、店舗・事務所専用や倉庫などの住居ではない建築物

も空家法及び本計画の対象として含まれます。 

また、空家法の「空家等」は、「居住その他の使用がなされていないことが常態である

もの」で『おおむね年間を通して使用実績がない』３状態のものとなります。 

なお、本計画に掲げる空家等対策において、空家等の発生を抑制、長期化させない取

組が必要であることから、居住や使用がなされていない状態が１年未満の住宅等の所有

者等に向けた情報提供、助言その他必要な援助なども本計画に含めるものとします。 

 

 

（２） 特定空家等 

「特定空家等」は、空家法第２条第２項のとおり、以下の４つの状態 

（イ）そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

（ロ）そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

（ハ）適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

（二）その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

により、周辺の生活環境に悪影響を及ぼしていると認められる「空家等」とします。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
１ 第２条（定義） この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって

居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着

する物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

２ ここでいう「建築物」とは＜中略＞土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するも

の（これに類する構造のものを含む。）、これに附属する門又は塀等をいい、「これに附属する工作物」

とはネオン看板など門又は塀以外の建築物に附属する工作物が該当する。（出典：「空家等に関する

施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」（総務省・国土交通省）－「３ 空家等の

実態把握」－「（１）市町村内の空家等の所在等の把握」） 

３ 出典：「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」（総務省・国土

交通省）－「３ 空家等の実態把握」－「（１）市町村内の空家等の所在等の把握」 
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本市が当該空家等を特定空家等に該当すると認定した場合、空家法に基づく「助言又

は指導（空家法第 22 条第１項）」「勧告（同条第２項）」「命令（同条第３項）」「（行政代

執行法に基づく）代執行（同条第９項）」の順に措置を講じることができます。 

なお、特定空家等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼすことが懸念されるものである

ことから、優先的に対策を講じるものとします。 

 

 

（３） 管理不全空家等 

特定空家等となることを未然に防止するため、「管理不全空家等」は、空家法 

第 13条第１項１のとおり、 

そのまま放置すれば「特定空家等」に該当するおそれのある「空家等」 

とします。 

 

本市が当該空家等を管理不全空家等に該当すると認定した場合、「基本指針」に即し、

空家法第６条第２項第３号に掲げる事項に係る部分２に即した「指導（空家法第 13 条第

１項）」「勧告（同条第２項）」の順に措置を講じることができます。 

なお、この管理不全空家等は、周辺の生活環境に及ぼし得る影響の程度が特定空家等

までは大きくなっていない状況であることから、強い公権力の行使に係る措置となる「命

令」や「代執行」は空家法に規定されていません。 

よって、「命令」や「代執行」の措置を講ずる必要がある場合には、本市が改めて当該

空家等を特定空家等に認定したうえで、「助言又は指導」「勧告」「命令」「代執行」の順に

措置を講じることとなります。 

  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
１ 第 13 条（適切な管理が行われていない空家等の所有者等に対する措置） 市町村長は、空家等が

適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそ

れのある状態にあると認めるときは、当該状態にあると認められる空家等（以下「管理不全空家等」

という。）＜後略＞ 

２ 「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」（総務省・国土交通省）

－「所有者等による空家等の適切な管理について指針となるべき事項」を参照のこと。 
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■ 特定空家等に該当する管理不全の具体的な状態の例とイメージ 

特定空家等の状態 管理不全の具体的な状態の例 生活環境への悪影響 図 

（イ）そのまま放置

すれば倒壊等著しく

保安上危険となる 

おそれのある状態 

建物自体や門、塀、屋外階段等の倒壊 
もしくはそのおそれ 

隣家や隣地への被害 
沿道通行人等への危害 
もしくはそのおそれ 

① 

擁壁の崩壊もしくは部材劣化や変状 － 

外装材、屋根ふき材、手すり材、看板、
雨樋等の剥落又は脱落、飛散のおそれが
ある著しい破損 

② 

（ロ）そのまま放置

すれば著しく衛生上

有害となるおそれの

ある状態 

飛散の可能性が高い吹付け石綿の露出、
石綿使用部材の破損等 

周辺住民の健康被害を
誘発するもの 
もしくはそのおそれ 

－ 

排水設備（浄化槽を含む）からの汚水等
の流出 

－ 

害虫の発生やねずみ等動物の常態的な
棲みつきによる著しい量の糞尿等 

③ 

（ハ）適切な管理が

行われていないこと

により著しく景観を

損なっている状態 

屋根ふき材、外装材、看板等の著しい 
色褪せ、破損又は汚損 

周辺景観の悪化に 
つながることにより、 
観光資源等の商業的な
損失 

④ 

著しく散乱し、又は山積した敷地等の 
ごみ等 

⑤ 

（二）その他周辺の

生活環境の保全を 

図るために放置する

ことが不適切である

状態 

敷地等の動物の糞尿等又は腐敗した 
ごみ等による悪臭の発生 

悪臭の発生による 
悪影響や健康被害 

⑥ 

不特定の者が容易に侵入できるほどの
著しい開口部等の破損等 

不法侵入や犯罪放火等
につながる周辺住民の
不安 

⑦ 

著しい立木の枝等のはみ出し 
周囲の建築物を破損 
又は沿道通行の妨げ 

⑧ 

周辺への侵入等が認められる動物等の
敷地等への棲みつき 

動物等の侵入等の発生
が周辺に悪影響 

⑨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

② ③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

① 
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第２章  空家等を取り巻く現状と課題 

１． 本市の概要 

本市は、阿武隈高原の中央に位置し、平成 17 年（2005 年）３月１日に田村郡７町村の

内、滝根町、大越町、都路村、常葉町、船引町の旧５町村が合併し形成されました。本地域

は、福島県の中核的都市である郡山市まで約 30km の位置にあり、福島県の中通りにあっ

て浜通りとの結節点となる地域です。 

本地域には阿武隈山系が南北に走り、北から日山（1,057m）、移ヶ岳（995ｍ）、鎌倉岳

（967ｍ）、高柴山（884ｍ）、大滝根山（1,192ｍ）、羽山（970ｍ）などが連なり、これらの

山々と小さな山々によって丘陵起伏が縦横に連続する地形となっています。また、これら

の山岳を源に、大滝根川や高瀬川などの多くの河川が地域を流下しています。 

気候は、太平洋岸式気候に属しながらも、年間の気温較差が大きく、降雨・降雪量は少

ない内陸性気候の特徴を持っています。寒候期においても、連続した降雪期間は短くなっ

ています。 

また、本地域には縄文時代の遺跡

が多数発見されており、極めて早い

時期から人々が定住していたことが

うかがえます。 

市の面積は 458.33平方キロメート

ルで、土地利用区分をみると、全体の

約 67％を山林が占める典型的な中山

間地域です。 

また、人口１は 31,713 人で、中通

りの中核をなしています。 

令和２年（2020 年）の産業別就業

人口の構成比は、第１次産業が

13.4％、第２次産業が 37.8％、第３

次産業人口が 48.1％です 

 

 

出典：田村市オフィシャルサイト「田村市の概要」 

（https://www.city.tamura.lg.jp/soshiki/2/soumu-tamurasi-gaiyou.html）  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
１ 田村市オフィシャルサイト「田村市の概要」に掲載の人口数について、福島県現住人口調査（令

和７年（2025 年）12 月１日現在）により、直近の本市の人口に表記を変更した。 

■ 本市の位置 
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２． 統計データから見た本市の現状 

（１） 国勢調査 

国勢調査は、我が国に住むすべての人及び世帯を対象とする国の最も重要な統計調査

であり、国内の人口や世帯の実態を明らかにするため、統計法に基づき５年に１回実施１

されています。 

調査方法は、国の最も基本となる統計を全国及び地域別に作成するため、正確で信頼

できる方法で行う必要があることから、全数調査により 10 月１日現在を基準として実施

されます。 

 

 

■ 人口推移と将来人口推計（年齢別人口と高齢化率の推移） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 22 年(2010 年)・平成 27 年(2015 年)・令和２年(2020 年)：国勢調査 
令和７年（2025 年）以降：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計 
人口（令和５年推計）」 

※ 平成 22 年（2010 年）及び平成 27 年（2015 年）国勢調査における総数には「不詳」を含
むため、内訳を合計しても総数に一致しない。ただし、令和２年（2020 年）国勢調査は「参
考表：令和２年国勢調査に関する不詳補完結果」の数値を用いていることから、総数と内
訳が一致する。 

  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
１ 直近は令和７年（2025 年）に調査が実施されたが、この調査結果のうち、人口等基本集計は、令

和８年（2026 年）９月までに公表されることが予定されている。 
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■ 年齢別人口割合と高齢化率（福島県内 13 市及び福島県全体との比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（令和２年（2020 年）） 

※ 田村市及び福島県を除く市は行政コード順。 

 

総人口に占める年齢別人口の割合において、福島県内 13市と比較して田村市は、高齢

化率（65 歳以上人口の割合）が４番目に高いとともに、15～64 歳人口の割合が３番目に

低く、15 歳未満人口の割合は同率で２番目に低い１です。 

なお、福島県全体と比較して田村市は、高齢化率が 4.2 ポイント高く、15 歳未満人口

の割合は 1.0 ポイント低くなっています。 

  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
１ このグラフ上に表記されている数値で「同率で２番目に低い」と記載しているが、15 歳未満人口

の割合は、小数点第２位まで表記した場合、田村市が 10.32％、伊達市が 10.25％であることから、

「（田村市は）３番目に低い」となる。なお、これ以降の文章においても、該当するグラフ上の数値

を用いて記載している。 
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■ 人口及び世帯数と１世帯当たりの人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（各年） 

本市の人口は減少を続けています。その一方で世帯数１は、突出した増加から減少に転

じる平成 27 年（2015 年）２を除くと、緩やかな増加が続いています。 

このことから、平成 12年（2000 年）３から令和２年（2020 年）の 20年間で、１世帯

当たりの人口は 0.92人（約 24％）減少４しています。  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
１ 該当箇所やこれ以降では、国勢調査の「一般世帯数」をグラフ等に表記しているが、一般的にわ

かりやすい表現とするため、本計画では便宜上「世帯数」と表記する（「一般世帯総数」の場合は「世

帯総数」と表記）。なお、国勢調査では、「世帯」を「一般世帯」と「施設等の世帯」の２種類に区分

している。「一般世帯」とは、「施設等の世帯」以外の世帯をいう。また、「施設等の世帯」とは、学

校の寮・寄宿舎の学生・生徒、病院・療養所などの入院者、社会施設の入所者、自衛隊の営舎内・艦

船内の居住者、矯正施設の入所者などから成る世帯をいう。（出典：令和２年国勢調査 ― 人口等基

本集計結果 結果の概要 ― 用語の解説「世帯の種類」） 
２ この期間内（平成 22 年（2010 年）～平成 27 年（2015 年））に、平成 23 年（2011 年）３月の東日

本大震災の発災、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い田村市の一部地域に設定された避難指

示区域が平成 26 年（2014 年）４月１日に解除されたことなど、複合した事象が突出した世帯数の増

減につながっている可能性がある。 

３ ５町村合併による田村市発足が平成 17 年（2005 年）３月であることから、平成 12 年（2000 年）

結果は、田村郡滝根町、大越町、都路村、常葉町、船引町の合計値を表記した。 

４ １世帯当たりの人口の減少数は、グラフ上の表示数値による計算結果を文中に表記している。 
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■ 単独世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（各年） 

本市は、単独世帯数が突出して増加した平成 27 年（2015 年）を除くと、「単独世帯」

及び「単独世帯のうち 65 歳以上の単独世帯」（以下「高齢者単独世帯」という。）の数が

増加を続けているとともに、単独世帯数のうち高齢者単独世帯数が占める割合は、増加

傾向となっています。 

 

■ 単独世帯割合（福島県内 13 市及び福島県全体との比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：国勢調査（令和２年（2020 年）） 

世帯総数に対して単独世帯数が占める割合について田村市は、福島県内 13 市のうち３

番目に低くなっています。 

また、世帯総数に対して高齢者単独世帯数が占める割合について田村市は、福島県全

体とほぼ同じ割合となります。  
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（２） 住宅・土地統計調査 

住宅・土地統計調査は、我が国における住宅及び住宅以外で人が居住する建物に関す

る実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況その他の住宅等に居住している世帯

に関する実態を調査し、その現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることにより、

住生活関連諸施策の基礎資料を得ることを目的として、総務省が昭和 23 年（1948 年）

以来、５年に１回実施しています。（直近は令和５年（2023 年）に実施。） 

この調査は、全国の世帯の中から統計的手法により、規定された一定割合で無作為に

抽出されたものが調査対象となる「標本調査」となります。 

住宅・土地統計調査で用いられる「空き家」は、「住宅１」の要件を満たしているもの

で、「居住世帯のない住宅２」のうち、「一時現在者のみの住宅３」と「建築中の住宅４」を

除いたものと定義されています。 

 

 

 

 

 

 

 

なお、空家法における「空家等」の定義（P.4）とは異なる５前述の定義に基づくもので

あることから、本計画に掲載する住宅・土地統計調査の結果については、「空き家」と表

記することで空家法の「空家等」と区別します。  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
１ 住宅：一戸建の住宅やアパートのように完全に区画された建物の一部で、一つの世帯が独立して

家庭生活を営むことができるように建築又は改造されたものをいう。 

２ 居住世帯のない住宅：「住宅」の要件を満たしているもののうち、ふだん人が居住していない住宅。

なお、「居住している」とは、原則として、調査日現在当該住居に既に３か月以上にわたって住んで

いるか、あるいは調査日の前後を通じて３か月以上にわたって住むことになっている場合をいう。 

３ 一時現在者のみの住宅：昼間だけ使用している、何人かの人が交代で寝泊まりしているなど、そ

こにふだん居住している者が一人もいない住宅。 

４ 建築中の住宅：住宅として建築中のもので、棟上げは終わっているが、戸締まりができるまでに

はなっていないもの（鉄筋コンクリートの場合は、外壁が出来上がったもの）。なお、戸締まりがで

きる程度になっている場合は、内装が完了していなくても、「空き家」とした。また、建築中の住宅

でも、ふだん人が居住している場合には、建築中とはせずに人が居住している住宅とした。 

以上出典：令和５年（2023 年）住宅・土地統計調査 調査の結果「用語の解説」（総務省統計局） 

５ 住宅・土地統計調査における「空き家」は、国・地方自治体所有を含むことや集合住宅の空室を

含む、居住判断が３か月など、空家法の「空家等」との違いがある。 

住宅以外で人が居住する建物 

居住世帯のある住宅 住宅 

居住世帯のない住宅 一時現在者のみの住宅 

空き家 

建築中の住宅 
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また、住宅・土地統計調査における「空き家」についての調査方法等は、以下のように

示されています。 

 

■ 「空き家」の範囲と調査方法 
 
 

範 囲：世帯のほか、企業・各種団体・国・地方公共団体・海外の不動産投資家 

などが所有する「空き家」すべてが対象。 

調査方法：調査員が外観などから判断することにより、調査単位区内の調査対象の

「空き家」をすべて把握。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典・資料：平成 30 年住宅・土地統計調査に関する研究会（第３回）資料１-３ 
「平成 30 年住宅・土地統計調査の「空き家」の捉え方」（総務省統計局） 
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■ 本市における空き家の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和５年（2023 年）住宅・土地統計調査結果１（総務省統計局） 

※「その他の空き家」：賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家。 

 

  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
１ 住宅・土地統計調査における統計表の数値は、表章単位未満の位で四捨五入しているため、総数

と内訳の合計は必ずしも一致しない。市区町村（21 大都市を含まない）は、１の位を四捨五入して

10 の位までを有効数字として表章（よって、１の位はすべて「０」となる）。統計表の数値は、総数

に「不詳」の数を含むことから、総数と内訳の合計は必ずしも一致しない。（出典：令和５年住宅・

土地統計調査 統計表利用上の注意） 

建て方別空き家内訳（戸） 

長屋建・共同住宅・その他の

空き家種別内訳（戸） 
一戸建の空き家種別内訳（戸） 
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■ 空き家の推移 
 

 
住宅・土地統計調査実施年 

平成 20 年 
（2008年） 

平成 25 年 
（2013年） 

平成 30 年 
（2018年） 

令和 5年 
（2023年） 

住宅総数（戸） ① 13,530 12,730 13,620 13,350 

空き家総数（戸） ② 1,660 1,160 1,490 1,620 

空き家率（％） ②/① 12.3% 9.1% 10.9% 12.1% 

一戸建住宅総数（戸） ③ 10,770 10,200 10,100 10,110 

一戸建空き家総数（戸） ④ 1,190 940 930 1,160 

一戸建空き家率１（％） ④/(③+④) 9.9% 8.4% 8.4% 10.3% 

資料：住宅・土地統計調査結果（総務省統計局） 
 

■ 住宅総数と空き家率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 一戸建住宅総数と 

一戸建空き家率の推移 

 

 

 

 

 

 

  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
１ 住宅・土地統計調査において、「一戸建住宅総数」は「居住世帯のある住宅」の内数であるため、

「空き家」を含まない（P.12）。よって、「一戸建住宅総数」と「一戸建空き家総数」の合計を分母と

して「一戸建空き家率」を算出している。 
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■ 空き家率 － 福島県内 13 市の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和５年（2023 年）住宅・土地統計調査結果（総務省統計局） 

 

■ 一戸建空き家率 － 福島県内 13 市の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和５年（2023 年）住宅・土地統計調査結果（総務省統計局） 

 

なお、福島県全体の空き家率は 15.2％（空き家 131,000 戸）、福島県全体の一戸建空き

家率は 10.9％（一戸建空き家 62,600戸）となります。  
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３． 空き家の現状（実態調査結果） 

（１） 実態調査における「空き家」表記 

令和５年度（2023 年度）に実施した移住・定住促進事業における空き家調査業務（以

下「実態調査」という。）のうち、空き家の現地調査については、「調査時点で居住や使用

していない空き家であると思われる建築物」を把握したことから、空家法における「空

家等」の定義（P.4）とは異なるため、以降の実態調査結果は「空き家」と表記すること

で空家法の「空家等」と区別します。 

 

 

（２） 空き家現地調査概要 

実施期間 令和５年（2023 年）９月～11月 

調査対象 
本市が既存把握していた空き家及び水道閉栓情報などに基づき抽出した

市内全域の 1,548 件が対象。 

調査手法 
「外観目視による住宅の不良度判定の手引き」（国土交通省住宅局）を 

踏まえて作成した調査票兼不良度判定表に基づき、外観目視により調査。 

調査結果 

本調査の対象である 1,548 件について現地調査を行った結果、 

「空き家であると思われる建築物」（以下「空き家」という。）は 1,057 件

であった。 

◆ 空き家判定結果内訳 

判定 該当数 

空き家（＝空き家であると思われる建築物） 1,057件 

居住実態があると思われる物件 198件 

賃貸物件（アパート等）と思われる物件 4件 

更地になっている物件 84件 

その他１
 205件 

調査対象合計 1,548件 
 

 

  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
１ 「その他」は、放置物や植物等で建築物を確認できない物件や倉庫と思われる物件を指す。 
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（３） 空き家所有者意向調査概要 

回答期間 令和６年（2024 年）1月 17 日（水）～2月 29日（木） 

調査対象 

現地調査結果による空き家 1,057 件のうち、老朽度・危険度判定結果が 

Ａ～Ｃランクの合計 971件は、利活用が見込める空き家であることから、

この 971 件のうち、家屋図等で物件所有者が特定できた 929 件に対して、

空き家所有者意向調査票（アンケート票）を発送した。 

◆ ＜参考＞空き家の老朽度・危険度判定（空き家の物件所有者特定前） 

ランク 評定内容 点数 該当数 

Ａ 目立った損傷は認められない。 0～ 19 点 629 件 

Ｂ 危険な損傷は認められない。 20～ 39 点 133 件 

Ｃ 部分的に危険な損傷が認められる 40～ 99 点 209 件 

    

空き家合計 1,057 件 
 

回答手法 調査票の質問項目に対し当てはまる回答番号を書く記述選択式。 

主な設問 
建物の利用実態、空き家の状況・要因・維持管理の状況、利活用の意向 

及び空き家バンクへの登録意向。 

回 収 数 433 通 

回 収 率 発送 929 件に対し 46.6％（宛処不明（郵送不達）63 通を除く 50.0％） 

集計対象 

問１「現在所有している田村市内の住宅等は、空き家になっていますか。」

で「空き家になっている」と回答の 257件を集計対象とする。（なお、「空

き家ではない」との回答が 176件（回収 433 通の 40.6％）あった。） 
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（４） 実態調査で把握した空き家数（本市の空き家数） 

現地調査の結果、1,057件の空き家を発見しましたが、空き家所有者意向調査で「空き

家ではない」との回答が 176件あったことから、この 176件を除いた 881 件を本市で把

握した空き家数とします。 

以降に示す空き家現地調査及び空き家所有者意向調査の詳細な結果は、この 881 件で

集計したものとなります。 

 

 

（５） 空き家の分布（空き家密度地図） 

本市が把握した空き家 881 件の市内全域での分布を示すため作成した密度地図１は、

下図のとおりとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

背景図出典：地理院タイル（国土地理院）  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
１ 地理情報システム（ＧＩＳ）を用いたカーネル密度推定法による空間解析結果となり、「犯罪発生

マップ」などに利用される。今回のケースでは、空き家の位置（ポイントデータ）に基づき、その密

集度を「赤（高い）」から「青（低い）」のグラデーションで表現し、実際の空き家個別位置を表現

（本計画で公表）しないように配慮している。なお、この空き家密度地図は、もし、空き家の発生率

が一律であるならば、住宅等が密集する地域は、おのずと空き家が密集する結果となる。 

高   →    低 
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（６） 空き家の分布（居住誘導区域内） 

本市では、令和５年（2023 年）３月に策定された立地適正化計画１により、居住誘導

区域２が定められています。 
 

■ 居住誘導区域（下図青線区域内） 

 

 

 

 

 

 
 

出典：田村市オフィシャルサイト「田村市立地適正化計画」－「誘導区域」を一部加工 

前述の空き家密度地図（P.19）のうち、最も密度が高くなった地域は、この居住誘導区域

付近となりますが、居住誘導区域内に 103件（空き家全件 881件の 11.7％）の空き家が

存在するとともに、そのうち、ＪＲ磐越東線を境にした南側に 91件（空き家全件 881件

の 10.3％、居住誘導区域内の空き家 103件の 88.3％）の空き家があることがわかりまし

た。 
 

■ 居住誘導区域内空き家（103 件）の用途地域３別 

用途地域 第一種低層 第一種中高層 第一種住居 第二種住居 近隣商業 商業 準工業 

容積率／ 
建蔽率(%) 

60／40 150／50 200／60 200／60 200／80 400／80 200／60 

(色凡例)        

件数 2 1 24 1 49 22 4 

割合 1.9% 1.0% 23.3% 1.0% 47.6% 21.4% 3.9% 

※ 四捨五入の関係で割合の合計は 100％にならない。  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
１ 立地適正化計画は、都市機能の集約と居住の誘導による機能的な都市の実現、公共交通ネットワ

ークの形成による利便性の高い都市の実現、公共施設の集約・複合化や効果的配置による持続可能

な都市の実現を目指し、都市再生特別措置法に基づき策定するもの。（資料：田村市立地適正化計画

「立地適正化計画の目的」より要約。） 

２ 人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコ

ミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域。（資料：田村市立地適正化計画「立

地適正化計画に記載する事項」より抜粋。） 

３ 都市計画法の地域地区の１つで、用途の混在を防ぐことを目的としている。住居、商業、工業な

ど市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、第一種低層住居専用地域など 13 種類がある。 

背景図出典：地理院タイル（国土地理院） 
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（７） 空き家現地調査結果 

■ 現地調査結果（現況及び不良度判定基準に基づく調査項目） 
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■ 現地調査結果（老朽度・危険度判定） 

建築物の不良度判定基準に関する調査項目において、各評定内容の不良度等に応じた

０～50点の評点を設定したうえで、現地調査結果に基づく空き家毎の評点合計点をラン

ク付けした結果が下表となります。 
 

◆ 空き家の老朽度・危険度判定＜全体＞ 

ランク 評定内容 評点合計点 該当数 割合 

Ａ  目立った損傷は認められない。 0～ 19点 513件 58.2% 

Ｂ  危険な損傷は認められない。 20～ 39点 119件 13.5% 

Ｃ  部分的に危険な損傷が認められる 40～ 99点 180件 20.4% 

Ｄ  
建築物全体に危険な損傷が認められ、放置 
すれば、倒壊の危険性が高まると考えられる 

100～134点 26件 3.0% 

Ｅ  
建築物全体に危険な損傷が激しく、倒壊の危険性
が考えられる。 

135点以上 43件 4.9% 

空き家合計 881件 100% 

 

◆ 空き家の老朽度・危険度判定＜町別＞ 

 空き家 

Ａ： 
目立った 
損傷なし 

Ｂ： 
危険な損傷
なし 

Ｃ：部分的
に危険な 
損傷あり 

Ｄ： 
倒壊の危険性
あり（低） 

Ｅ：倒壊してい
る又は危険性が
高い 

     

滝根町 
81件 55件 8件 16件 2件 － 

9.2% 67.9% 9.9% 19.8% 2.5% － 

大越町 
109件 64件 15件 27件 3件 － 

12.4% 58.7% 13.8% 24.8% 2.8% － 

都路町 
63件 33件 9件 11件 1件 9件 

7.2% 52.4% 14.3% 17.5% 1.6% 14.3% 

常葉町 
133件 74件 17件 35件 2件 5件 

15.1% 55.6% 12.8% 26.3% 1.5% 3.8% 

船引町 
495件 287件 70件 91件 18件 29件 

56.2% 58.0% 14.1% 18.4% 3.6% 5.9% 

合計 
881件 513件 119件 180件 26件 43件 

100% 58.2% 13.5% 20.4% 3.0% 4.9% 

※ 四捨五入の関係で割合の合計は 100％にならない場合がある。 
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◆ 空き家の老朽度・危険度判定＜町別＞グラフ（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 円グラフの大きさは、
各町のおおよその空き
家数を示す。 

背景図出典： 
地理院タイル 
（国土地理院） 

 

■ 現地調査結果（建築物の附属物等の周辺危険度判定） 

空き家の敷地や建築物に附属する工作物などが、周辺の生活環境に悪影響を及ぼすお

それについて調査した結果は下表となります。 

◆ 建築物の附属物等の周辺危険度判定 

評定区分 評定内容 件数 割合 

工作物の程度 

附属物 296 33.6% 

門 6 0.7% 

塀 90 10.2% 

衛生上有害と 

なるおそれの 

ある状態 

浄化槽等の放置又は排水等の流出により臭気が発生して 
いる。 

2 0.2% 

ごみ等の放置又は不法投棄により、近隣や道路等に影響が 
発生している。（目につくもの、撤去に人手が必要なもの） 

104 11.8% 

景観を損なって

いる状態 

窓ガラスが割れたまま放置されている。 75 8.5% 

立木等が庭や建築物を覆う程度まで繁茂している。 313 35.5% 

雑草の手入れがされていなく、繁茂している状態。 418 47.4% 

その他周辺生活

環境の保全を 

図るため 

不適切な状態 

立木の腐朽又は倒壊により枝等が大量に散らばっている。 31 3.5% 

立木が近隣家屋や道路にはみ出している。 177 20.1% 

犬・猫などの小動物が住み着いている。 2 0.2% 

ハチの巣・シロアリや害虫が発生している。 79 9.0% 

１階の窓ガラス、玄関、外壁が貫通している等、不特定の者が
容易に侵入できる状態で放置している。 

110 12.5% 

※ 上表の「割合」は、空き家総数（881 件）に対する該当件数の割合となる。  
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■ 現地調査結果（周囲に対する危険度判定） 

前述の老朽度・危険度ランクがＤ及びＥ判定に該当する空き家において、周囲に対す

る危険度（倒壊した場合に、隣家又は公道を通行する人・車両に危険を及ぼす可能性）

について、対象となる建築物の周辺環境を目視確認して判定した結果を集計したものが

下表となります。 
 

◆ 空き家の周囲に対する危険度判定（老朽度・危険度Ｄ・Ｅ判定）＜町別＞ 

 

【P.22 再掲】 
倒壊した場合に、隣家等の周辺に 
危険を及ぼす可能性のある物件 

空き家 

Ｄ： 
倒壊の危険性
あり（低） 

Ｅ：倒壊してい
る又は危険性が
高い Ｄ判定のうち Ｅ判定のうち 

    

滝根町 
81件 2件 － 1件 － 

9.2% 2.5% － 1.2% － 

大越町 
109件 3件 － 1件 － 

12.4% 2.8% － 0.9% － 

都路町 
63件 1件 9件 1件 6件 

7.2% 1.6% 14.3% 1.6% 9.5% 

常葉町 
133件 2件 5件 1件 5件 

15.1% 1.5% 3.8% 0.8% 3.8% 

船引町 
495件 18件 29件 15件 24件 

56.2% 3.6% 5.9% 3.0% 4.8% 

合計 
881件 26件 43件 19件 35件 

100% 3.0% 4.9% 2.2% 4.0% 

※ 上表の「倒壊した場合に、隣家等の周辺に危険を及ぼす可能性のある物件」の割合は、空
き家件数に対する割合となる。 
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（８） 空き家所有者意向調査結果 

■ 主なアンケート項目集計結果 

 

 

 

「検討しているが、処分方法な

どがわからずに困っている」「何

も検討していない」の合計が 156

件（260 回答の 60.0％）となり

ました。 
 

 

前設問で「売却を考えている」「賃貸を

考えている」の合計が 75件（260回答

の 28.8％）となりますが、一方で、「不

動産業者に依頼して募集」「個人で募

集」の合計は 29 件（集計対象 257件

の 11.3％、売却・賃貸を考えている 75

件の 38.7％）に留まりました。 

 

 

「（空き家バンクに）登録したくない」と

回答の場合、ここでアンケートが終了と

なることから、以降設問における集計対

象は 143件となります。 

 

 

前設問で「（空き家バンクに） 

登録したい」が 120件（257件

の 46.7％）となりますが、一方

で、「現在も問題なく住める状

態である」は 11 件（143 件の

7.6％）に留まりました。 

 

 

 

「（今後、空き家に関するお役立ち情報の 

ご案内の送付を）希望する」との回答が

69.2％と多く寄せられました。 

  

※ 本ページ左図では、特筆すべき 

傾向の見られる 

ネガティブな要素の選択肢： 

ポジティブな要素の選択肢： 

で囲い示す。 



第２章  空家等を取り巻く現状と課題 

26 

 

（９） 住宅・住環境に関するアンケート調査概要 

目 的 

田村市住生活基本計画の策定にあたり、市民の住宅や住環境に対する 

意識、ニーズ等の調査（以下「住生活アンケート」という。）を実施し、 

調査結果の集計及び分析結果を住生活基本計画に反映するため。 

回答期間 令和７年（2025 年）10月 17 日（金）～10月 31 日（金） 

調査対象 
18 歳以上の市民である 1,200 世帯。抽出方法は、同一世帯での重複なし 

として、住民基本台帳から抽出した本市総世帯数の 10％程度１。 

回答方式 無記名回答により、紙調査票回答の郵送返送もしくは Web での回答。 

主な設問 
「あなた自身について」「現在のお住まいと周辺環境について」「今後の住

まいについて」「市が進めていく住宅・住環境施策について」、自由意見。 

回 収 数 465 件（回収率 38.8％） 

本計画の

集計対象 

本計画では、「今後の住まいについて」のうち、空き家に関する設問（問 10

～14）の集計を掲載する。なお、無回答は除き集計する。 

 

◆ 問 10 本人や家族が所有の空き家があるか 

返送 465件のうち、無回答 12件

を除く 453件の集計。 

 

 

 
 

◆ 問 11 空き家のまま所有している理由 

問 10で空き家を「所有している」回答 58件のうち複数選択方式（229回答） 

17選択肢中の上位５選択肢。 

順位 選択肢 回答数 構成比 

1 解体費用がかかる 40 69.0% 

（同率）2 物置として使っている 27 46.6% 

（同率）2 住宅が古い（耐震基準を満たしていない等） 27 46.6% 

4 労力や手間をかけるのが面倒 26 44.8% 

5 中の物を片付ける余裕がない 22 37.9% 

※ 上表の「構成比」は、58 件（有効回答者数）に対する比率。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
１ 令和７年（2025）８月末時点の世帯数が 12,912 世帯であることから、その 10％程度となる 1,200

世帯に送付した。 



第２章  空家等を取り巻く現状と課題 

27 

 

◆ 問 12 空き家の管理で困ること 

問 10で空き家を「所有している」回答 58件のうち、無回答 4件を除く 54件の複数

選択方式（126回答）６選択肢中の上位５選択肢。 

順位 選択肢 回答数 構成比 

1 敷地内の草木の手入れ（草刈り等） 45 83.3% 

2 建物の老朽化への対応（修繕等） 29 53.7% 

3 自然災害時の対応（大雨、台風、大雪等） 20 37.0% 

4 相続する人がいない 16 29.6% 

5 近隣への影響（害虫等の発生、倒壊の危険性等） 15 27.8% 

※ 上表の「構成比」は、無回答除く 54 件（有効回答者数）に対する比率。 

 

◆ 問 13 空き家の処分で困ること 

問 10で空き家を「所有している」回答 58件のうち、無回答 4件を除く 54件の複数

選択方式（101回答）。 

順位 選択肢 回答数 構成比 

1 相続・売却や賃貸・解体手続の全般に費用がかかる 40 74.1% 

2 解体工事を実施する手続が難しい  22 40.7% 

3 相続（相続登記）に関する手続が難しい 21 38.9% 

4 売却や賃貸の手続が難しい 14 25.9% 

5 その他 4 7.4% 

※ 上表の「構成比」は、無回答除く 54 件（有効回答者数）に対する比率。 

 

◆ 問 14 空き家（空き地含む）において本市に望む支援 

問 10で空き家を「所有している」回答 58件のうち、無回答 6件を除く 52件の２選

択肢まで選択可方式（114回答）８選択肢中の上位５選択肢。 

順位 選択肢 回答数 構成比 

1 空き家の改修や解体に対する補助金の交付 42 80.8% 

2 家財道具や置物の処分に対する補助金の交付 30 57.7% 

3 建物状況調査に対する補助金の交付 11 21.2% 

4 広報による手続等に関する情報提供 10 19.2% 

5 空き家相談会の開催 8 15.4% 

※ 上表の「構成比」は、無回答除く 52 件（有効回答者数）に対する比率。 
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４． 空家等を取り巻く現状のまとめ 

（１） 人口、世帯の状況 

国勢調査結果より、本市の人口は減少を続けるとともに、高齢化率（65歳以上人口の

割合）の上昇や 15 歳未満人口の減少が続いています。また、将来人口推計より、将来に

おいても、人口減少と高齢化率の上昇、15 歳未満人口の減少がさらに進展すると予測さ

れています（P.8）。 

本市の人口が減少を続ける一方で、世帯数は緩やかな増加１が続いています。このこと

から、平成 12 年（2000 年）から令和２年（2020 年）までの 20 年間で、１世帯当たり

の人口は約 24％減少しています（P.10）。また、単独世帯数及び高齢者単独世帯数（65歳

以上の単独世帯数）が増加を続けているとともに、単独世帯数のうち高齢者単独世帯数

が占める割合は、増加傾向となっています（P.11）。 

⇒ 本市では、人口の減少が続くとともに、少子高齢化の進展と高齢者単独世帯の増

加により、例えば相続に関することなど、空家等の発生の要因となり得る問題が今後

さらに増加するおそれがあります。 

 

 

（２） 住宅・土地統計調査における空き家の状況 

令和５年（2023 年）住宅・土地統計調査結果によると、本市の空き家は 1,620 戸であ

り、そのうち一戸建の空き家は 1,160 戸（全体の 71.6％）となっています（P.14）。 

直近の５年間２に着目すると、本市の住宅総数は 2.0％減少（270 戸減）となっていま

す。一方で、一戸建住宅の総数はおおむね横ばい（10 戸増）ですが、一戸建の空き家総

数が 24.7％増加（230 戸増）となっていることから、一戸建の空き家率は 1.9 ポイント

上昇しています（P.15）。 

⇒ 本市における直近の５年間を見ると、一戸建の住宅総数はおおむね横ばいである

ものの、一戸建の空き家総数が増加となったことにより、一戸建の空き家率が上昇し

ています。 

  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
１ 世帯数に関する現状については、他の調査年度と異なる突出した増加から減少に転じる平成 27 年

（2015 年）を除き、20 年間での傾向を表現している。 

２ 平成 30 年（2018 年）～令和５年（2023 年）の５年間。 
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（３） 実態調査で把握した空き家の件数と分布 

実態調査における現地調査により、1,057 件の空き家を発見しました（P.17）。ただし、

所有者意向調査で「空き家ではない」との回答が 176 件（P.18）あったことから、現地調査

結果 1,057 件からこの 176 件を除いた 881 件が、実態調査により本市が把握した空き家

数（P.19）となります。 

空き家は市内の全域に分布（P.19）していますが、顕著に空き家が密集している船引駅周

辺は本市の中心市街地であり、他の地域と比較して建築物が密集しているため、おのず

と空き家の密度が高くなる傾向となります。 

ただし、ＪＲ磐越東線を境にした南北で傾向が異なり、田村市役所や既成市街地を含

む南側の居住誘導区域内に、91件（市内全域の空き家 881件の 10.3％、居住誘導区域内

の空き家 103件の 88.3％）の空き家があることがわかりました（P.20）。 

⇒ 本市が把握した空き家は 881 件となり、建築物が密集する一部の地域に空き家が

密集する傾向が見られるものの、市内の全域に空き家が分布することがわかりました。 

 

 

（４） 実態調査で把握した空き家の老朽度・危険度 

本市の空き家 881 件について、現地調査結果に基づき老朽度・危険度判定を行った結

果、「D：建築物全体に危険な損傷が認められ、放置すれば、倒壊の危険性が高まると考

えられる」空き家（以下「D 判定」）という。）が 26 件（本市空き家全体の 3.0％）、「E：

建築物全体に危険な損傷が激しく、倒壊の危険性が考えられる」空き家（以下「E 判定」）

という。）が 43 件（本市空き家全体の 4.9％）ありました（P.22）。 

この老朽度・危険度判定に加え、周囲に対する危険度判定を行った結果、「倒壊した場

合に、隣家等の周辺に危険を及ぼす可能性のある物件」は、Ｄ判定のうち 19 件（本市空

き家全体の 2.2％）、Ｅ判定のうち 35 件（本市空き家全体の 4.0％）あることがわかりま

した（P.24）。 

⇒ 本市の空き家の中には、隣家等の周辺の生活環境に悪影響を及ぼす可能性があり、

かつ、「放置すれば倒壊の危険性が高まる」「倒壊の危険性が考えられる」といった危

険な状態の空き家が一定数あることがわかりました。 
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（５） 実態調査で把握した空き家所有者の意向 

実態調査における所有者意向調査結果（P.25）により、空き家所有者（以下「所有者」と

いう。）は、空き家の利活用について「検討しているが、処分方法などがわからずに困っ

ている」「何も検討していない」の合計が 60.0％を占めることがわかりました。 

また、空き家の利活用として「売却を考えている」「賃貸を考えている」の合計が 28.8％

となりましたが、一方で、不動産業者・個人にかかわらず売却・賃貸の募集を実際にし

ているとの回答の合計は 11.3％（売却・賃貸を考えている 75件の 38.7％１）に留まりま

した。 

なお、空き家バンクに登録したい意向が 46.7％（257 件のうち 120 件）あるとともに、

今後、本市からの情報提供の送付を希望する意向が 69.2％（143 件のうち 99 件）ありま

した。 

⇒ 利活用について「検討していない」「方法などがわからず困っている」所有者が多

く、売却や賃貸を考えている所有者のうち約６割が具体的な募集を行っていないこと

がわかりました。併せて、空き家バンクへの登録や本市からの情報提供を希望する所

有者が多いことがわかりました。 

 

 

（６） 住生活アンケートで把握した空き家所有者の状況や意向 

住生活アンケート回答のうち「空き家を所有している」と回答の場合のみ集計した結

果、各設問で構成比が最も高い選択肢は、「解体費用がかかる（ことから空き家のまま所

有している）[69.0％]」（P.26）、「（空き家の管理で）敷地内の草木の手入れ（草刈り等）

（に困る）[83.3％]」（P.27）、「（空き家の処分で）相続・売却や賃貸・解体手続の全般に

費用がかかる（ことが困る）[74.1％]」（P.27）、「（市からの支援は）空き家の改修や解体

に対する補助金の交付（を望む）[80.8％]」（P.27）であることがわかりました。 

⇒解体費用がかかることから空き家のまま所有している所有者が多いことがわかり

ました。また、空き家の処分全般に費用がかかることや、空き家の管理で敷地内の草

木の手入れ（草刈り等）に所有者が困っていること、本市に空き家の改修や解体の補

助金の支援を望む所有者が多いことがわかりました。  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
１ 売却・賃貸を考えており売却・賃貸の募集を実際にしている 38.7％の残り 61.3％（＝約６割）は、

売却・賃貸を考えていても、売却・賃貸の募集を実際に行っていないことになる。 
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５． 第１次計画における具体的な実施状況と評価 

第１次計画に掲げた施策を体系的にまとめたうえで、具体的な実施状況と達成度評価と

ともに、空家等対策計画改定における施策継続と課題を以降に示します。 

なお、評価対象期間は、令和３年度（2021 年度）～令和７年度（2025 年度）１とします。 

 

評価対象施策 （１）相談・支援体制 
第１次計画 

掲載箇所 

① 
住民からの空家等に関する相談への対応について、都市計画課を

総合窓口とし、関係部局や団体等と連携して対策を推進する。 

 ７－１  

 ７－２  

② 
相談・専門家支援・情報提供など、相談者の実態に即した幅広い 

相談に対応可能な体制を整備する。 
 ４－２  

   

 具体的実施状況と達成度評価 

 ① 

都市計画課に総合窓口を設置し、企画調整課（旧「経営戦略室」）、税務課、

環境課（旧「生活環境課」）、生活安全課（旧「生活環境課」）、商工課、 

建設課、農林課と連携を図り対応を実施している。⇒ 【達 成】 

 ② 

前述、本市の庁内連携による相談体制が整っているとともに、民間事業者と

連携した「田村空き家の相談窓口」が運営されているものの、民間等の専門

家や団体等と連携した相談体制の整備には至っていない。⇒ 【未達成】 

   

 空家等対策計画改定における施策継続と課題 

 ① 

【継 続】ただし、現在連携を図る関係部局のほかに、連携が必要な部局が

あるか検討する。（例えば、高齢者支援にあたる中で、所有空き家の悩みが挙

がることも考えられることから、高齢福祉課と連携する、など。） 

 ② 

【再検討】「田村空き家の相談窓口」に多くの相談が寄せられているととも

に、「田村市空き家・空き地情報バンク」（以下「空き家バンク」という。）へ

の登録を介した成約実績が増加していることを踏まえつつ、現行の枠組み以

外に、民間等の専門家や団体等との連携が必要であるか再検討する。 

◆「田村空き家の相談窓口」相談数と空き家バンクの成約数・移住者数（各年度） 

 R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) 

相談数 53 件 93 件 140 件 141 件 211 件 

 成約 2 件 4 件 7 件 13 件 21 件 

 
うち 
移住者 

1 世帯 
(1 人) 

4 世帯 
(4 人) 

4 世帯 
(13 人) 

9 世帯 
(18 人) 

7 世帯 
(9 人) 

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
１ ただし、令和 7 年度（2025 年度）は、令和 7 年（2025 年）11 月末時点の実績等を掲載する。 
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評価対象施策 （２）周知・啓発 
第１次計画 

掲載箇所 

① 
啓発チラシ・パンフレット・ホームページ等の各広告媒体を通じ、

所有者等の管理意識の醸成を図る。 
 ４－３  

② 
各種団体等との連携・協力による空き家関連セミナー等により、 

広く市民へ知識を提供する。 
 ４－３  

   

 具体的実施状況と達成度評価 

 ① 

空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように所有者等が適正管理

を行うことの啓発や空家等の利活用促進に向けた周知のチラシを作成して

配布した。また、本市の広報誌「たむら市政だより」に空き家関連記事を掲

載し、所有者等のみならず、市民への周知を図った。⇒ 【達 成】 

 ② 
「田村空き家の相談窓口」と連携し、「空き家の利活用セミナー・個別相談会」

を令和４年（2022年）より毎年２回開催している。⇒ 【達 成】 

   

 空家等対策計画改定における施策継続と課題 

 ① 

【継 続】ただし、現在の本市オフィシャルサイト 

（https://www.city.tamura.lg.jp/）では、空き家関連情報が得難い状態にある

ことから、公開方法を検討する。 

 ② 【継 続】ニーズに応じて年間の開催回数について検討する。 

 

◆ 周知チラシ 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆ 利活用セミナー 
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評価対象施策 （３）空家等の利活用 
第１次計画 

掲載箇所 

① 
市や関係機関との連携を図りながら、空家等の利活用や流通促進等

について総合的に相談できるワンストップ相談窓口を設置する。 
 ４－２  

② 
空き家・空き地情報バンクにより、定住希望者へ空き家・空き地の

売買情報や賃貸情報を提供し、住宅・宅地需要に応える。 
 ５－１  

③ 

不動産関係団体等との連携を図り、不動産関係の流通ネットワーク

による空家等の流通を促進する。また、空家等の相談窓口の設置に

よる相談体制・専門家支援などにより、空家等活用をサポートする。 

 ５－２  

④ 

活用を検討している団体等への情報提供や所有者等に解体を促す

など、地域活動や地域コミュニティに寄与する空家等の利活用の 

仕組みを検討する。 

 ５－３  

   

 具体的実施状況と達成度評価 

 ① 
ワンストップ相談窓口については、「田村空き家の相談窓口」を開設して所有

者等の相談に対し、総合的に対応している。⇒ 【達 成】 

 ② 
空き家バンクでの掲載や企画調整課窓口での情報提供を介し、約５年間で 47

件の成約に至り、25世帯の県外からの移住につながった。⇒ 【達 成】 

 ③ 

都市計画課に設置の総合窓口や「田村空き家の相談窓口」開設により、空き

家の活用をサポートしているものの、本市と不動産関係団体等との直接の連

携は実施していない。⇒ 【一部達成】 

 ④ 
地域団体等からの活用要望がなかったことから、地域活動や地域コミュニテ

ィに寄与する空家等利活用の仕組みの検討に至っていない。⇒ 【未達成】 

   

 空家等対策計画改定における施策継続と課題 

 
① 

② 
【継 続】 

現状は、一定数の相談や登録、成約などにつながっているが、

今後の登録数や成約数の動向を踏まえ、必要に応じて周知方法

等を見直す。  

 ③ 

【再検討】本市の総合窓口や「田村空き家の相談窓口」に多くの相談が寄せ

られているところではあるが、この枠組み以外の民間等の専門家や団体等と

の連携による活用サポートの必要性を再検討する。 

 ④ 

【再検討】改めて、空家等の活用を検討している行政区などの地域コミュニ

ティや団体等があるかニーズの確認を行ったうえで、必要に応じて再検討を

行う。 
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評価対象施策 （４）空家等の管理不全対策 
第１次計画 

掲載箇所 

① 
所有者等による空家等の適正管理の促進のため、所有者等に対し

情報の提供や助言等を行う。 

１－１－③ 

 ４－３  

② 
特定空家等の認定に関する透明性や公平性の確保に留意した 

認定制度を構築する。 
 ６－２  

③ 
空家等対策協議会において、特定空家等としての認定について 

協議する。 
 ６－２  

   

 具体的実施状況と達成度評価 

 ① 

空き家所有者向け「空き家の利活用セミナー・個別相談会」を令和４年（2022

年）より毎年２回開催し、空き家の適正管理や利活用に関する情報提供を 

実施している。⇒ 【達 成】 

 ② 

市が作成した特定空家等認定制度について、令和２年度（2020年度）第１回

空家等対策協議会に諮り承認を得たうえで、これに基づき認定手続の運用を

実施している。⇒ 【達 成】 

 ③ 

特定空家等認定の実績については、５年間で４件を認定（並びに助言・指導）

し、そのうち１件が所有者自らの解決（令和 7年（2025年）10月解体）に至

った。⇒ 【達 成】 

   

 空家等対策計画改定における施策継続と課題 

 ① 【継 続】年間の開催回数については、ニーズに応じて増減を検討する。 

 ② 
【継 続】改正空家法に伴い、管理不全空家等の認定も可能となったことか

ら、本市作成の判定マニュアル等を見直し、運用を継続する。 

 ③ 

【継 続】認定しているが解決に至っていない特定空家等の経過観察を継続

するとともに、市民からの情報提供等に基づく新たな候補について、本市で

該当するか否か判定したうえで、適時、空家等対策協議会に諮り、その意見

を踏まえて必要に応じた措置を本市が実施する。 
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評価対象施策 （５）その他 
第１次計画 

掲載箇所 

① 
空家等の増加を抑制するために、現在の住宅ストックの質の向上

を図る。 
１－１－① 

   

 具体的実施状況と達成度評価 

 ① 

平成 28 年（2016 年）より、市外や県外からの転入者を対象に、空き家バン

ク物件のリフォーム費用に対する補助（田村市空き家改修支援事業補助金）

の実施を継続している。 

また、特定空家等に認定された当該空家等の所有者自らが除却工事等を実施

する場合に利用可能な、田村市空家等除却事業補助金を創設している。 

⇒ 【達 成】 

   

 空家等対策計画改定における施策継続と課題 

 ① 

【継 続】空き家改修支援補助金については、今後の申請件数の動向や定住

促進への有効性を踏まえ、予算額の増額が必要であるか検討を行う。また、

空家等除却事業補助金において、管理不全空家等に認定された物件を補助対

象として拡大するか否かを検討する。 
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６． 空家等を取り巻く主な課題 

第１次計画の「基本的な方針」に掲げた３つの方針に合わせ、空家等を取り巻く現状に

ついて再整理するとともに、主な課題を示します。 

 

（１） 「空家等の発生の予防」の課題 

現
状 

・ 少子高齢化の進展と高齢者単独世帯の増加により、今後さらに空家等が増加する

おそれがある。 

・ 利活用について「何も検討していない」所有者が２割強いる。 

・ 本市からの情報提供を多くの所有者が希望している。 

・ 空家等の適正管理の啓発チラシを配布することや本市広報誌への空家等関連記

事の掲載を実施している。 

・ 「空き家の利活用セミナー・個別相談会」を毎年２回開催している。 

  

課
題 

・ 所有者が「何も検討していない」場合、空家等のまま長期化するおそれがあるこ

とから、所有者等が家族や親族などと空家等について考えるきっかけとなる情報

提供が必要です。併せて、空家等の維持管理に必要となる経費や空家等の除却に

必要な費用、管理不全の空家等がもたらす周辺住民等への悪影響や損害賠償な

ど、空家等を持ち続けることのデメリットやリスクを周知することが、空家等の

予防や解消につながると考えられます。 

・ 啓発チラシの配布や本市広報誌への関連記事掲載を実施しておりますが、空家等

に関する情報提供を希望する所有者が多いことから、情報発信の内容を充実し、

様々な提供方法と機会の充実を検討することが必要です。 

・ 本市オフィシャルサイトでは、現在、空き家バンクの情報や移住・定住関連情報

は比較的容易に得られる状態１となっておりますが、空家等の所有者に向けた情

報提供や本市の空家等関連施策を探すことが難しい状態にあります。このことか

ら、例えば、所掌課を横断した関連情報を一元的に閲覧できる「空き家ポータル

サイト」のような公開方法の必要性が考えられます。 

  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
１ 令和７年（2025 年）12 月現在、空き家バンクは、田村市オフィシャルサイト「くらし・行政」の

ページ（https://www.city.tamura.lg.jp/home.html）に「田村市空き家・空き地情報バンク」のア

イコンが配置している。また、移住・定住促進関連情報は、田村市移住・定住ポータルサイト「たむ

ら暮らし」（https://tamura-ijyu.jp/）として、田村市オフィシャルサイトのトップページに配置

の「移住」からリンクしている。 
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（２） 「空家等の利活用」の課題 

現
状 

・ 空家等の利活用促進に向けた周知チラシの配布や本市広報での空家等関連記事

の掲載を実施している。 

・ 利活用について「処分方法などがわからずに困っている」所有者が４割弱いる。 

・ 売却や賃貸を考えているが、具体的な募集を行っていない所有者が約６割いる。 

・ 空き家バンクへの登録を多くの所有者が希望している。 

・ 解体費用がかかることから空き家のまま所有している所有者が７割弱いる。 

・ 所有者は、空き家の処分全般に費用がかかることに困っている。 

・ 本市に空き家の改修や解体の補助金の支援を望む所有者が多い。 

・ ワンストップ相談窓口として「田村空き家の相談窓口」を開設し、所有者等の相

談に対して総合的に対応している。 

・ 「田村空き家の相談窓口」に寄せられる相談は年々、増加している。 

・ 「空き家の利活用セミナー・個別相談会」を毎年２回開催している。 

・ 空き家バンクを介し、約５年間で 47 件の成約、うち 25世帯の県外からの移住に

つながった。 

・ 市外や県外からの転入者を対象に、空き家バンク物件のリフォーム費用に対する

補助（田村市空き家改修支援事業補助金）を実施している。 

  

課
題 

・ 本市の総合窓口や「田村空き家の相談窓口」に多くの相談が寄せられております

が、この枠組みに加え、民間等の専門家や団体等と連携した活用サポートが必要

であるか再検討することが考えられます。 

・ 第１次計画の期間中に、地域活動や地域コミュニティに寄与する空家等利活用の

仕組みの検討には至っておりませんが、改めて、空家等の活用を検討している行

政区やＮＰＯ法人などの団体等があるかニーズを確認するとともに、空家等を無

償もしくは固定資産税額程度の少額で貸す等の所有者がいるか確認を行ったう

えで、一般的な不動産賃貸では実現の難しい条件となる利用希望と所有者の意向

をつなぐ仕組みづくりについて検討を行うことが考えられます。 

・ 利活用セミナー及び個別相談会は、所有者のニーズ（定員に対する申込者数など）

に応じて、年間開催回数の増減を検討することが考えられます。 

・ 空き家改修支援補助金は、今後の申請件数の動向や移住・定住促進への有効性を

踏まえ、本市の補助金予算額の増額が必要か検討することが考えられます。 

・ 空き家の処分全般に費用がかかることに困る所有者が多いことから、空き家改修

支援や空家等除却事業に加え、室内の家財処分を要件とした補助事業等の創設を

検討することにより、空家等に関して総合的に助成することが考えられます。 
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（３） 「空家等の管理不全対策」の課題 

現
状 

・ 本市には、隣家等の周辺に危険を及ぼす可能性があり、かつ、「放置すれば倒壊

の危険性が高まる」もしくは「倒壊の危険性が考えられる」空き家が一定数ある。 

・ 空き家の管理で所有者が困っていることは、敷地内の草木の手入れ（草刈り等）

が最も多かった。 

・ 都市計画課に総合窓口を設置し、関係各課と連携を図り対応を実施している。 

・ 約５年間で、特定空家等の認定（並びに助言・指導）に至った４件のうち、１件

が所有者自らの解体に至った。 

・ 改正空家法の施行に伴い本市が改定した管理不全空家等及び特定空家等認定制

度に基づき、認定手続の運用を継続する。 

・ 特定空家等に認定された当該空家等の所有者自らが除却工事等を実施する場合

に利用可能な、田村市空家等除却事業補助金を創設している。 

  

課
題 

・ 認定しているが解決に至っていない管理不全空家等及び特定空家等の経過観察

を継続するとともに、市民からの新たな情報提供や既存把握している管理不全の

状態の空家等を継続的に把握していくことが肝要です。ただし、本市の限られた

職員のみで、市内全域を網羅した定期的な巡回により現地状況を把握することに

は限界があります。このことから、周辺住民から通報しやすい仕組みを検討する

とともに、行政区等の地域コミュニティや個人宅への訪問・配送を行う地域事業

者等と連携した空家等の見守りの体制作りが考えられます。 

・ 空家等の継続的な把握に向け、現在、本市が保有・更新する空家等台帳を精緻化

したうえで、空家等の状況や経過等の情報を一元化し、空家等の位置と一体化し

た空家等データベースを管理・更新する仕組み（例えば、地理情報システムなど）

を導入することが考えられます。 

・ 県外や市外などの所有者には、定期的な管理が必要な敷地内の草木の手入れ等は

大きな負担となります。このことから、空家等の管理を代行可能な市内事業者を

探したうえで、所有者に紹介する仕組みを検討することが考えられます。 

・ 空家等の管理不全の状態が、現に周辺の生活環境に悪影響を及ぼしていないか

（もしくはそのおそれが高まっていないか）継続的に把握する中で、状態が悪化

した場合は、管理不全空家等もしくは特定空家等に認定するか否かを本市が適時

に判定する必要があります。 

・ 管理不全空家等の認定に至った物件を空家等除却事業補助金の補助対象に加え

るか否か検討することが考えられます。 
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第３章  空家等対策の方針 

１． 空家等対策の基本的な方針 

本市の現状や第１次計画の実施状況を踏まえた課題に基づき、本計画では、第１次計画

の方針を引き継いだ次に掲げる３つの取組方針を定め、この方針に即した総合的かつ的確

な空家等対策を着実に推進することにより、「住みたいまち」の実現につなげていきます。 

 

方針１  予 防  空家等の発生抑制に向けた施策を充実する 

本市は、第１次計画に即し空家等対策を推進してきましたが、少子高齢化の進展と

高齢者単独世帯の増加により、今後さらに空家等が増加するおそれがあります。 

このことから、空家等を長期化させず早期に解消することを所有者等に促すため、

周知・啓発や情報提供を充実させます。また、空家等の解消にあたり、所有者等が抱え

る多様な悩みに寄り添える相談体制を整えます。 

 

方針２  利活用  活用の促進により空家等の解消につなげる 

本市の庁内・庁外に相談窓口を設置し、所有者等の相談に対応していますが、連携

をさらに強化して空家等の利活用の促進につなげていきます。 

併せて、現行の空家等の売買・賃貸を主とした活用サポートに留まらず、除却や相

続、登記などといった所有者が直面する多面的な問題を解決する新たな枠組みを検討

することにより、空き家の解消につなげます。 

また、所有者等の空家等解消への機運を後押しする本市からの支援策の充実を検討

します。 

 

方針３  適正管理  管理不全をなくすことで周辺の生活環境を守る 

空家等の適正管理は、第一義的には空家等の所有者等自らの責任により対応するこ

とが前提であることから、所有者等自らの早期改善を本市から促します。 

これをもってしても周辺の生活環境に悪影響を及ぼす、もしくはそのおそれがある

状態が継続する場合には、空家法に基づき管理不全空家等もしくは特定空家等に本市

が認定したうえで、所有者への措置を適時実施して改善に導くことにより、周辺の良

好な生活環境を守ります。  
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２． 対象とする地区 

実態調査結果により、本市全域に空家等が分布す

ることが確認できたことから、本計画の対象は 

「市内全域」とします。 

なお、本計画を進めていく中で、空家法に基づく

空家等活用促進区域（P.63）を定める必要性が認めら

れた場合は、これを計画に定めることができるもの

とします。 

 

 

３． 計画の期間 

本計画の期間は、上位計画となる田村市住生活基本計画の計画期間に合わせ、 

令和８年度（2026 年度）から令和 17 年度（2035年度）までの 10年間 

とします。 

ただし、計画期間中に、社会情勢の大きな変化や空家法の改正、次期田村市総合計画の

改定内容などにより、本計画の見直しが必要と認められる場合においては、計画期間中で

あっても本計画を改定するものとし、改定後、速やかに公表します。 

 

年度 

計画名等 

2026 
令和 
８ 
年度 

2027 
令和 
９ 
年度 

2028 
令和 
10 
年度 

2029 
令和 
11 
年度 

2030 
令和 
12 
年度 

2031 
令和 
13 
年度 

2032 
令和 
14 
年度 

2033 
令和 
15 
年度 

2034 
令和 
16 
年度 

2035 
令和 
17 
年度 

第２次田村市総合計画           

（次期田村市総合計画）           

田村市住生活基本計画           

 

第２次田村市 

空家等対策計画 

          

 

住宅・土地統計調査           

※     は、次期計画期間の見込みを示す。 

 

背景地図出典：地理院タイル（国土地理院） 

実施 公表 実施 公表 
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第４章  具体的な施策 

１． 空家等対策の具体的施策の体系（３つの取組方針との関係） 

次節以降に示す空家等対策の具体的施策については、空家法第７条（空家等対策計画）

第２項に定められる事項の順に掲載していますが、下表において、本計画の基本方針に定

めた３つの取組方針の別に体系化したうえで、各施策の掲載ページを付します。 
 

取組方針 具体的施策 掲載ページ 

方針１ 

予 防 

相談窓口の相互連携と相談体制の強化 （※１） P.42 

空家等の発生抑制や適切な管理を促す啓発 （※２） P.42 

空家等に関する情報提供の内容充実 （※３） P.42 

空家等に関する情報発信方法の検討 P.43 

各種届出や通知の機会に合わせた周知・啓発 （※４） P.43 

方針２ 

利活用 

相談窓口の相互連携と相談体制の強化 （※１） P.42 

空家等に関する情報提供内容の充実 （※３） P.42 

空き家バンクの強化 P.47 

空家等の改修（リフォーム）への補助金の継続 P.48 

空き家バンクによる成約に際した仲介手数料助成の検討 P.48 

利活用セミナー・個別相談会の開催 P.49 

地域の民間事業者等との連携体制の検討 P.49 

金融機関との連携の検討 P.49 

空家等及びその跡地の地域ニーズの把握と利活用の仕組みの検討 P.50 

空家等除却事業補助金の継続 P.50 

空家等の室内の家財処分を要件とした助成の検討 P.50 

空家等の除却促進につながるサービスの紹介 P.51 

住宅を除却した土地所有者の税負担増に対する支援の検討 P.51 

空家等の解体や除却等に伴う控除制度の周知 P.52 

方針３ 

適正管理 

空家等の発生抑制や適切な管理を促す啓発 （※２） P.42 

各種届出や通知の機会に合わせた周知・啓発 （※４） P.43 

空家等の管理代行サービスの紹介、提供 P.43 

地域と連携した空家等の見守り P.44 

空家等の情報収集手法の検討 P.44 

早期解決を促す情報提供・助言の積極的実施 P.44 

空家等の継続的把握に向けた空家等データベース構築 P.45 

空家法に基づく措置及び対処 P.45 

行政代執行等に際した国補助の活用 P.52 

※：重複している項目 



第４章  具体的な施策 

42 

２． 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

（１） 相談窓口の相互連携と相談体制の強化 

空家等に関する周辺住民からの相談等を主とする総合窓口を本市庁内の都市計画課に

設置するとともに、空家等の売却などの活用を希望する所有者や空家等の購入・賃貸希

望者の対応を主とする「田村空き家の相談窓口」を本市庁外に設置して対応しています。 

この庁内・庁外の相談窓口の相互連携を図るとともに、庁内の相談体制において高齢

者福祉などとの連携の必要性を考慮するなど、空家等の発生抑制と早期解消に向けた体

制を強化します。 

 

 

（２） 空家等に関する情報提供の充実 

① 空家等の発生抑制や適切な管理を促す啓発 

空家等を発生させないように促すため、所有者等が家

族や親族と相続などの今後について考えるきっかけと

なる情報提供を行います。併せて、空家等の所有者等と

なった場合の適切な管理の重要性を啓発していきます。 

このために、空家等の維持管理に必要な経費や、管理

せずに放置した空家等がもたらす周辺の生活環境への

悪影響や賠償責任などの「空家等を持ち続けるリスク」

など、空家等の発生抑制と適正管理の促進につながる内

容を充実したパンフレット１の作成を検討し、各相談窓

口などに設置して配布します。 

② 空家等に関する情報提供の内容充実 

所有者等の多くが空家等に関する情報提供を望んでいることから、所有者等が空家

等に関連する情報を幅広く網羅して得られるように、情報内容を充実させます。 

併せて、本市オフィシャルサイトに、空家等の関連情報を一元的に閲覧や検索が可

能となる公開手法を検討します。  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
１ 福島県空家等対策連絡調整会議（事務局：福島県建築指導課）が発行する「空き家の適正管理・

除却」パンフレット『空き家の所有者・管理者の皆さまへ お早めに考えましょう 住まいの将来

について』（https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/682917.pdf）が、管理・処分

の４つのケース別に費用試算も併せてできる啓発内容となっていることから、このリーフレットを

活用することも検討する。 

出典：福島県空家等対策連絡
調整会議作成パンフレット 
第３面 
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③ 空家等に関する情報発信方法の検討 

空家等の所有者等や利活用希望者のみならず、将来、当事者として空家等の問題に

直面する可能性のある市民にも早期に空家等の問題意識を持ってもらうため、本市公

式の各種ＳＮＳ（Ｆａｃｅｂｏｏｋ（フェイスブック）、Ⅹ（エックス（旧ツイッター）、

Ｉｎｓｔａｇｒａｍ（インスタグラム）など）を利用して、様々な年齢層の市民が目に

する各ＳＮＳの特性を活かした情報発信方法を検討します。 

④ 各種届出や通知の機会に合わせた周知・啓発 

市内の建物所有者が亡くなった時の死亡届出に際し、早期に相続手続等を行うよう

各種届出の案内を周知します。また、相続人代表者選任届出に際しては、相続した建

物等の適正管理の重要性を啓発する資料を配布することを検討し、相続人の管理意識

の醸成につなげます。 

固定資産税の納税通知等に際し、所有不動産が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさな

いよう適切な管理を行うことを促すとともに、相談窓口の連絡先等を掲載した資料を

同封し、所有者等への啓発を行うことを検討します。 

 

 

（３） 空家等の管理代行サービスの紹介、提供 

県外や市外等の遠方に居住することなどにより、自ら管理が難しい所有者等において

は、空家等の巡回点検や周辺の除草など管理を代行するサービスが求められます。この

ことは、福島県内の複数市町村において、空家等の管理代行サービスがふるさと納税返

礼品として提供１されていることからもわかります。 

まずは、シルバー人材センターを含む市内事業者において、空家等に関する各種管理

代行サービスの提供が可能か、本市が調査・把握したうえで、先進自治体での事例を研

究し、本市から所有者等に管理代行事業者を紹介可能な仕組み（協定締結等）を検討す

ることにより、空家等の適正管理につなげます。 

以上を実現したうえで、空家等の管理代行サービスを本市のふるさと納税返礼品に採

用するか否かを検討します。 

  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
１ 新地町（状況チェック、除草代行サービス）、南会津町（見守りサービス）、喜多方市（確認サー

ビス）、いわき市（巡回サービス）、鮫川村（除草作業）、福島市（現地状況確認報告サービス）＜令

和８年（2026 年）１月現在、「ふるさとチョイス」（㈱トラストバンク）における『空き家管理 福

島県』キーワード検索結果による独自調査（新着掲載順）＞ 
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（４） 地域と連携した空家等の見守り 

空家等に関する問題は所有者等のみが直面するものではなく、「周辺の生活環境に影響

を与える地域を取り巻く課題」であることを市民等との共通認識としたうえで、行政区

等の地域コミュニティや個人宅への訪問・配送を行う市内事業者、有志ボランティアな

どと本市が連携した空家等の見守り体制・制度を検討します。 

なお、この体制の構築に際しては、見守り結果報告の徴収手法や活動に必要な備品（巡

回の際に着ける腕章類など）に対する本市からの助成についても併せて検討します。 

 

 

（５） 空家等の情報収集手法の検討 

市民が市役所に来庁せずに周辺の生活環境

に悪影響を及ぼす空家等の情報を通報できる

ようにするため、インターネットを利用した

電子申請・届出サービスを活用した通報の仕

組みにより運用する先進自治体があります。 

本市は、福島県が構築・運用するスマートフ

ォンやパソコンによるオンライン申請が可能

な「行政手続サービス」を利用しております

が、この仕組みを空家等の情報収集に活用可

能か検討します。 

 

 

（６） 早期解決を促す情報提供・助言の積極的実施 

管理不全空家等もしくは特定空家等に本市が認定する前の段階において、所有者等自

らによる周辺の生活環境に悪影響を及ぼす（もしくはそのおそれがある）状態の改善を

促すため、本市は、当該空家等の所有者等への情報提供・助言を積極的に実施します。 

なお、所有者等が当該空家等の所在地と異なる遠方に居住していることなどにより、

当該空家等の状態を把握していないことも考えられることから、情報提供では、本市が

調査した当該空家等の管理不全の現状や具体的な改善方法を示します。 

併せて本市は、所有者等に自らの改善が難しい事情等があるかなどを把握したうえで、

周辺の生活環境への悪影響の切迫性・緊急性とともに勘案し、以降の空家法に基づく措

置及び対処の具体的な対応方策を検討していきます。  

「ふくしまポータル」―「サービス一覧」 
（https://f-portal.pref.fukushima.lg.jp/ 
ja/portal/services） 

■ 行政手続サービス 
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（７） 空家等の継続的把握に向けた空家等データベース構築 

管理不全空家等及び特定空家等に本市が認定した空家等の経過観察などを行うととも

に、市民から情報提供のあった周辺の生活環境に悪影響を及ぼす新たな空家等の調査、

既に把握している管理不全の兆候が見られる空家等の継続的な把握などを実施します。 

このためには、現在、本市が保有・更新す

る空家等台帳に掲載される空家等の情報に

ついて、状態に応じた分類分け（例えば、「危

険」「利活用可」「保全」など）を行うととも

に、同じ箇所が重複して掲載されていない

か精査するなどの精緻化を行います。 

これに加え、空家等の位置情報とともに、

定期巡回時の状況や現地写真、所有者等に

対して発出した助言や措置の内容等の各種

情報を一元化した空家等データベースを構

築し、その各種情報を本市担当職員が管理・更新可能な地理情報システム（ＧＩＳ）の

導入を検討します。 

 

 

（８） 空家法に基づく措置及び対処 

前述の情報提供・助言（P.44）などによっても所有者等自らによる改善等が見られない

場合は、空家法に基づく段階的な措置及び対処に移行することを検討します。 

なお、空家法に基づく措置及び対処の概要と手順は、後述の「管理不全空家等及び特

定空家等の措置及び対処に関する事項」（P.56）に示します。 

  

■ 空き家管理システム（ＧＩＳ）の例 
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【参考資料】 相続登記申請の義務化 

令和６年（2024 年）４月１日から相続登記の申請が義務化されました。 

Ｑ＆Ａ     

Ｑ１ 相続登記の申請義務化とは、どのような内容ですか？ 

Ａ  不動産を相続（取得）したことを知った日から３年以内に、相続登記の

申請をする必要があります。 

正当な理由がないのに相続登記の申請を怠った場合は、10 万円以下の

過料の適用対象となります。 

 

Ｑ２ 義務を果たすには、何をすればいいですか？ 

Ａ  相続人の全員で、できるだけ早期に遺産分割協議を行い、その遺産分割

協議の結果を踏まえ、速やかに法務局に相続登記の申請をしてください。 

話合いがまとまらないなど、不動産を相続（取得）してから３年以内に

遺産分割協議を踏まえた相続登記の申請が難しい場合には、相続人それ

ぞれが、法務局に「相続人申請登記」の申出（簡易な義務履行の手続）

を行ってください。 

相続後は、早めの遺産分割協議と相続登記の申請が重要です。 

※民法改正により、令和５年（2023 年）４月から、遺産分割に関する新ルール

も始まっています。 

 

Ｑ３ 今のうちから、何をしておけばいいですか？ 

Ａ  相続登記の申請義務は、令和６年（2024年）４月１日より前に相続（取

得）した不動産についても対象となりますので、身の回りの不動産の名

義を確認して、亡くなった親族名義となっている場合には、早めに遺産

分割協議を行い、相続登記をしておくことが大切です。 

将来の相続に備えて遺言書を作成したりすることも考えられます。 

 

出典：相続登記の義務化リーフレット（法務省民事局）  
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３． 空家等及び除却した跡地の活用の促進に関する事項 

（１） 空き家バンクの強化 

市内の空き家及び空き地の売却又は賃貸

情報を提供することにより人口減少に対応

し定住希望者の住宅及び宅地需要に応える

ため、「田村市空き家・空き地情報バンク」

（以下「空き家バンク」という。）を平成 28

年（2016年）に設置し、物件情報の発信を

継続しています。 

物件情報の提供は、本市オフィシャルサイト及び全国版空き家バンク、「田村空き家の

相談窓口」で行っています。 
 

■ 空き家バンクの購入・賃貸相談数、成約数等の実績（各年度） 

 R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) 

購入・賃貸希望相談数 12件 44件 62件 85件 154件 

空き家バンク登録件数 4件 7件 23件 10件 19件 

成約数 2件 4件 7件 13件 21件 

成約率(成約数/相談数) 16.7% 9.1% 11.3% 15.3% 13.6% 

 

うち移住世帯数 

(移住者数) 

1世帯 

(1人) 

4世帯 

(4人) 

4世帯 

(13人) 

9世帯 

(18人) 

7世帯 

(9人) 

移住率 50.0% 100% 57.1% 69.2% 33.3% 

 

空き家バンク掲載物件の購入・賃貸を希望する相談数は年々増加しており、併せて成

約数も増加していますが、成約率を見ると希望相談数に対して掲載物件数が足りていな

いことが考えられます。 

このことから、空家等の所有者等や空家等を除却した後の空き地の所有者等に対し、

空き家バンクへの登録を促すパンフレットを送付するなど、空き家バンクの掲載数を充

実するための方策を実施します。 

また、特に直近の令和６年度（2024年度）では、３件のうち２件の割合で市内での住

み替えとなることから、購入・賃貸希望者のニーズと成約結果を分析したうえで適地エ

リアを選定し、空き家バンクに登録可能な物件の掘り起こしを行います。 
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（２） 移住・定住促進につながる助成の継続と拡充の検討 

空き家バンクでの成約数が増え、居住や利用がなされることにより、空家等が解消し

ます。 

空き家バンク成約のうち、本市への移住・定住を実現した場合において、空家等の購

入者に対し、本市は助成事業を実施しています。 

現在実施中の事業を継続するとともに、新たな助成事業の創設を検討します。 

① 空家等の改修（リフォーム）への補助金の継続 

平成 28年（2016年）より、市外や県外からの転入者を対象に、空き家バンク物件の

リフォーム費用に対する補助（田村市空き家改修支援事業補助金）を実施しています。 

併せて、転入者が子育て世代の場合、前述のリフォーム補助に加え、子ども（15歳

以下）１人あたり 10万円の追加支援（田村市住宅環境整備子ども応援事業補助金）を

実施しています。 

なお、これら補助金について、今後の申請件数の動向や移住・定住促進への有効性

を踏まえたうえで、本市の補助金予算額の増額が必要か検討していきます。 

② 空き家バンクによる成約に際した仲介手数料助成の検討 

空き家バンクでの転入購入者に対しては、前述の補助金がありますが、本市では、

空家等の提供者（所有者等）に対しての助成事業がありません。 

また、空家等の流通を促進するため、令和６年（2024年）に低廉な空家等における

報酬の上限が見直し１されたことにより、宅建事業者が低廉な空家等を取り扱うビジネ

ス上の課題の解決につながることが期待される一方で、空家等の提供者及び購入者の

負担増となる懸念があります。 

このことから、空き家バンクによる流通を促進するため、空き家バンクにより成約

に至り、かつ市外・県外の購入者が定住の意思がある場合において、空家等の提供者

及び購入者が支払った仲介手数料の一部を補助することを検討します。 

  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
１ 低廉な空家等（物件価格が 800 万円以下の宅地建物）の媒介の特例として、当該媒介に要する費

用を勘案して、原則による上限を超えて報酬を受領できる（30 万円の 1.1 倍が上限）。ただし、媒介

契約の締結に際しあらかじめ、上記の上限の範囲内で、報酬額について依頼者に対して説明し、合

意する必要がある。（出典：空家等に係る媒介報酬規制の見直し（国土交通省）） 



第４章  具体的な施策 

49 

 

（３） 利活用セミナー・個別相談会の開催 

所有者等の空家等の利活用を促進するため、「田村空き家の相談窓口」と連携し、令和

４年（2022年）より「空き家の利活用セミナー・個別相談会」を開催して情報提供を実

施しています。 

令和７年度（2025年度）では、現地参加とオンラインの同時開催により年２回実施し

ていますが、所有者等のニーズに応じて年間の開催回数を検討するとともに、現地やオ

ンライン参加の難しい高齢者等に向け、地域や行政区での催しなどに際し、専門家等を

派遣する「おしかけ講座」の開催を検討します。 

 

 

（４） 地域の民間事業者等との連携体制の検討 

空家等に関して所有者等が抱える悩みは、相続や登記、土地の境界確定、不動産活用

など多岐にわたり、各種の専門的な課題を含みます。 

現在は、本市の各部局職員と「田村空き家の相談窓口」が連携して対応していますが、

専門分野の地域民間事業者や団体等と連携を図ることを検討することにより、所有者等

が持つ各種課題の解決につなげます。 

 

 

（５） 金融機関との連携の検討 

市内に支店を有する複数の金融機関において、解体・リフォーム・住み替えに際した

住宅ローンや遺言信託、リバースモーゲージ１などの相談に対応しており、福島県のホー

ムページ２で紹介されています。 

本市オフィシャルサイトにおいても、空家等の利活用や除却につながる金融サービス

等を空家等の所有者等に向け紹介することを検討します。 

  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
１ リバースモーゲージ（ノンリコース型）は、住まいを担保にして、金融機関から融資を受けられ

る仕組み。死亡時に住まいを売却して融資の一括返済を行うことで、住み続けながら自宅を処分で

きる。また、「ノンリコース型」とは、住まいの売却価格に関わらず相続人に債務が残らない仕組み

となる。（出典：住みながら生前などに売却する仕組み（リースバック・リバースモーゲージ）（国土

交通省）） 

２ 福島県ホームページ「空き家の相談窓口」－「各専門団体の相談窓口」 

（https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065b/akiyasoudan.html） 
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（６） 空家等及びその跡地の地域ニーズの把握と利活用の仕組みの検討 

例えば、空家等を集会所や地域住民の憩いの場、福祉施設として、空家等の跡地（空き

地）を防災倉庫や住宅密集地における防災空地、ポケットパークとして活用を望む行政

区やＮＰＯ法人などの団体等があるかニーズの確認を行います。 

併せて、空家等及びその跡地を無償もしくは固定資産税額程度の少額で貸す、空家等

の前庭や 1 室のみ貸すなどの所有者等がいるか確認を行ったうえで、一般的な不動産賃

貸では実現の難しい条件となる利用希望と所有者意向をつなぐ仕組みづくりについて検

討します。 

 

 

（７） 空家等の除却につながる助成の継続と拡充の検討 

居住などの利活用が難しい空家等において、空家等の所有者等自らの除却を促すため、

現在実施中の助成事業を継続するとともに、新たな助成事業の創設を検討します。 

① 空家等除却事業補助金の継続 

周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている特定空家等において、所有者等自ら当該空

家等の除去工事を実施する場合に申請可能となる田村市空家等除却事業補助金を創設

しています。 

この補助金を継続するとともに、管理不全空家等に認定された物件や昭和 56 年

（1981 年）５月 31 日以前の旧耐震基準により建築された空家等も補助対象とするか

検討します。 

② 空家等の室内の家財処分を要件とした助成の検討 

所有者等に空家等の処分全般に費用がかかることに対して総合的に助成するため、

空家等の室内の家財処分を要件とした補助事業の創設を検討します。 

なお、空家等の室内に古い家財等の残留物がないことは、売買や賃貸の際に有利と

なることが考えられることから、空家等処分の機会のみではなく、例えば空き家バン

ク成約後の家財処分についても補助対象とするか検討します。 
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（８） 空家等の除却促進につながるサービスの紹介 

民間事業者が空家等の所有者等にインターネットを介して提供するサービスのうち、

建物以外や室内の不用品処分も含む空家等の除却費用の試算とともに、当該自治体内の

複数解体事業者の見積を入手することが可能なサービスについて、福島県内の複数自治

体１の各自治体ホームページで紹介されています。 

本市オフィシャルサイトにおいても、同様のサービス等を周知することを検討し、所

有者等が除却の相場や具体的費用を知ることにより、所有者等自らによる空家等の除却

の促進につなげます。 

 

 

（９） 住宅を除却した土地所有者の税負担増に対する支援の検討 

固定資産税の負担が増えることを所有者等が懸念し、住宅として使用していた建物（空

家等）を除却せずにそのまま残している場合があります。 

このことから、空家等の除却に伴い、その敷地が固定資産税の住宅用地特例２の対象か

ら除外された場合、一定期間において固定資産税増額分の控除もしく減免、増額相当分

の補助を実施している先進自治体３があることから、その事例を研究し本市で可能である

か検討します。 

 

  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
１ 本宮市、塙町。（2026 年 1 月現在、独自調査。） 

２ 固定資産税等の住宅用地特例は、地方税法第 349 条の３の２に基づき、居住の用に供する住宅用

地について税負担の軽減を図るために設けられた措置であり、土地が住宅用地に該当する場合には、

固定資産税等が減額される。（住宅１戸につき 200 ㎡までは、固定資産税は６分の１、都市計画税は

３分の１の額、200 ㎡を超えた部分については、固定資産税は３分の１、都市計画税は３分の２の額

とする特例が適用される。）なお、田村市は、市街化区域・市街化調整区域の指定がないことから、

都市計画税の賦課対象外となる。 
３ 福島県内では会津坂下町。（2026 年 1 月現在、独自調査。） 
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（10） 空家等の解体や除却等に伴う控除制度の周知 

空家等の解体や除却等に伴う国の控除制度となる「空き家の発生を抑制するための特

例措置（空き家の譲渡所得の 3,000 万円特別控除）」１について、本市オフィシャルサイ

ト等により空家等の所有者等に周知することにより、所有者等の空家等の除却や跡地活

用のきっかけとなることにつなげます。 

 

 

 

 

 
 

出典：令和５年度税制改正の概要（空き家の発生を抑制するための特例措置の拡大・延長） 
（国土交通省） 

 

 

（11） 行政代執行等に際した国補助の活用 

特定空家等の行政代執行や略式代執行により、本市が当該空家等の除却を行った場合

の費用において、国が実施する「空き家対策総合支援事業」のうち「空き家対策基本事

業」２による補助の活用を検討します。 

また、行政代執行等に係る弁護士相談費用や財産管理制度等の活用に伴い発生する予

納金などについても、「空き家対策総合支援事業」のうち「空き家対策附帯事業」の補助

対象となることから、併せて活用を検討します。 

  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
１ この控除制度は、令和５年度（2023 年度）税制改正要望の結果、４年間（令和６年（2024 年）１

月１日～令和９年（2027 年）12 月 31 日）延長するとともに、適用対象が拡充している。（参考：「空

き家の発生を抑制するための特例措置（空き家の譲渡所得の 3,000 万円特別控除）について」（国土

交通省）） 

２ 行政代執行等の場合は、国１/２、市町村１/２など、実施ケースの別に補助率が設定されている。

（参考：空き家対策総合支援事業（平成 28 年度～）Ｒ７概要資料（国土交通省））なお、空き家対

策総合支援事業の事業期間は、平成 28 年度（2016 年度）～令和７年度（2025 年度）となっている

が、その後も同様の国事業が実施されるものと考えられることから、国施策を注視する必要がある。 
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第５章  措置、実施体制、その他 

１． 管理不全空家等・特定空家等に対する措置の手順 

空家法第 13条及び第 22 条等に基づく管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に至

る手順（フロー図）は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事案の発生（市民相談、情報提供、 

空家等実態調査による情報の把握等） 

現地確認（外観調査） 

所有者等の特定・事情把握（空家法第９条第１項・第 10条） 

情報提供・助言（空家等第 12条） 

管理不全空家等に認定 

空家等対策協議会意見徴収 

(管理状態が良くない空家等に該当する場合) 

(状態が改善されない場合) 

管理不全 空家等に該当する場合 

(一次評価 ４０点以上１００点未満、等) 

特定空家等に該当する場合 

(一次評価 １００点以上、等) 

改善が 見られない場合 

※管理不全空家等 に認定されておらず、 

固定資産税の  住宅用地特例を 

受けている場合 は特例解除 

(居住もしくは使用している

ことが判明) 
対応終了 

空家等対策協議会意見徴収 

助言・指導 

（空家法第 22条第１項） 

指 導 

（空家法第 13条第１項） 

行政代執行 

（空家法第 22条第９項） 

命 令 

（空家法第 22条第３項） 

勧 告 

（空家法第 22条第２項） 

空家等対策協議会意見徴収 

改善が 見られない場合 

勧 告 

（空家法第 13条第２項） 

状態がそれほど悪くな

い場合 (一次評価 

４０点 未満、等) 

経過観察 

措置が 講じられ 

状態が 改善した場合 

措置が 講じられ 

状態が 改善した場合 

※必要に応じて 複数回実施 

※固定資産税の  住宅用地特例を 

受けている場合 は特例解除 

略式代執行 

（空家法第 22条第 10項） 

緊急代執行 

（空家法第 22条第 11項） 

災
害
そ
の
他
緊
急
の
場
合 

※当該空家等の状態がさらに 
悪化した場合は、再度、現地調査
等及び判定を行い、特定空家等
に認定するか、管理不全空家等
の勧告を再度行うか判断する。 

財産管理 

制度の活用 

財産管理制度

による修繕・

除却・売却等 

特定空家等に認定 
所
有
者
等
を 

確
知
で
き
な
い
場
合 

立入調査（空家法第９条） 

(特定空家等認定の可能性があり、かつ、 

必要な場合において) 

調査結果に基づく判定 
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２． 空家等の調査に関する事項 

市民からの相談や情報提供等による事案の発生、空家

等実態調査で把握した建築物等の状態の悪化を起点とし

て、前節「管理不全空家等・特定空家等に対する措置の手

順」（P.53）に示したフロー図のうち、管理不全空家等も

しくは特定空家等の認定に至る前に必要な調査について、

主な段階の各概要を次項以降に示します。 

この調査等は、空家法及びガイドラインに基づき本市

が策定した「田村市特定空家等に対する指導手順マニュ

アル」（以下「指導マニュアル」という。）に即して実施し

ます。 

 

（１） 現地確認（外観調査） 

事案が発生した段階では、「居住もしくは使用していない」「周辺の生活環境に悪影響

を及ぼす（もしくはそのおそれがある）」状態が確定していない場合があることから、当

該敷地の中に立ち入らず、沿道や隣地等からの外観目視により現地調査を実施します。 

現地調査は、ガイドライン等に準拠し本市が策定した「管理不全空家等及び特定空家

等の判断基準 判定表」（資料編 P.67）（以下「判定表」という。）により行い、必要に応

じて周辺住民等への聞き取り調査などを行ったうえで、居住もしくは使用の有無や周辺

生活環境への悪影響の度合を判断します。 

併せて、空家法第２条第１項の「空家等」で定義される「居住その他の使用がなされて

いない」状態であることについて、電気メーターの確認やプロパンガスが取り外されて

いる、郵便受けが塞がれているなどの現地状況、周辺住民への聞き取りなどにより確認

します。 

 

（２） 所有者等の特定（空家法第９条第１項・第 10 条） 

対象となる建築物等の所有者等の特定については、不動産登記簿情報による登記名義

人の確認、住民票情報や戸籍謄本等による登記名義人や相続人の存否及び所在の確認な

どを行います。これに加え、空家法第 10条第１項に基づき、固定資産課税台帳の記載事

項の確認（所有者等の氏名及び住所、納税管理者等の有無など）を行います。 

以上をもってしても所有者等が判明せず、かつ、管理不全空家等もしくは特定空家等

に認定する可能性がある建築物等については、ガイドライン「所有者等の特定に係る調

査手順の例」（資料編 P.66）を参考に所有者等を探索します。  

事案の発生 

現地確認（外観調査） 

所有者等の特定・事情把握 

情報提供・助言 

立入調査 

管理不全空家等もしくは

特定空家等に認定 

に認定 
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（３） 所有者等の事情把握（空家法第９条第１項） 

本市より、現地調査で判明した当該建築物等の管理不全の状態と周辺生活環境への悪

影響の状態について、前項で特定した所有者等に伝えるとともに、当該建築物等の居住・

使用状況を所有者等に確認することにより、当該建築物等が「空家等（＝おおむね年間

を通して使用実績がない）」に該当するか判断します。 

併せて、当該建築物等に関する今後の改善方策に対する所有者等の考えのほか、処分

や活用等についての所有者等の意向とともに、管理不全の状態の改善を自ら行うことが

難しい理由など、所有者等の主張を含めた事情の把握を行います。 

 

（４） 情報提供・助言（空家等第 12 条） 

情報提供・助言は、当該建築物等の管理不全の現状（現地写真など含む）や具体的な改

善方法を本市から所有者等に示します。併せて、管理不全空家等もしくは特定空家等に

本市が認定する前の段階で所有者等自ら解決することにつなげるため、情報提供や相談

窓口連絡先等の案内など本市からの支援を行います。 

なお、この情報提供・助言は、対応履歴を残すために書面・郵送で行うことを基本とし

ますが、所有者等の意向に応じて、本市庁内の総合相談窓口等において対面でも実施し

ます。 

 

（５） 立入調査（空家法第９条） 

立入調査は、必要最小限度の範囲で行うべきものと空家法で定められていることから、

当該空家等の外観上の危険が認められ特定空家等に認定する可能性があり、かつ外観目

視による調査では足りない場合において、空家法第９条に規定される手続を踏み実施し

ます。 

調査内容は、敷地内立入による状況観察や建築物に触れるなどの詳しい状況調査、必

要に応じて建築物内部に立ち入って柱や梁等の状況を確認することなどとなります。 

なお、空家法では、所有者等が立入調査を拒否等した場合の過料（空家法第 30条第２

項）が定められていますが、所有者等の抵抗を排除してまで調査を行う権限が認められ

ているものではありません。よって、所有者等の明示的な拒否があった場合に、本市が

物理的強制力を行使（例えば、閉鎖される敷地の門扉を損壊して立ち入るなど）してま

で立入調査をできるものではありません。 
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３． 管理不全空家等及び特定空家等の措置及び対処に関する事項 

前述「管理不全空家等・特定空家等に対する措

置の手順」（P.53）に示したフロー図のうち、前述

「空家等の調査に関する事項」（P.54）を実施した

後の手順となる管理不全空家等もしくは特定空家

等認定のための判定以降の措置等について、主な

段階の各概要を次項以降に示します。 

この判定や措置等は、空家法及びガイドライン、

指導マニュアルに即して実施します。 

 

（１） 調査結果に基づく判定 

判定表（資料編 P.67）を用い、現地調査や立入調

査結果に基づき、本市が判定を実施します。 

特定空家等は、「保安上危険」「衛生上有害」「景

観阻害」「生活環境上不適切」の４つの状態（P.4）

のいずれかに該当し、かつ、周辺の生活環境に悪

影響を及ぼしていると認められる空家等となりま

す。また、管理不全空家等は、そのまま放置すれば

特定空家等に該当するおそれのある空家等となり

ます。 

このことから、「保安上危険」については、「判定

表 Ａ」（判定表の表面）の建物の不良度判定評点

から求められた合計点とともに、「判定表 Ａ」（判定表の裏面）の「衛生上有害」「景観

阻害」「生活環境上不適切」の該当項目の判定結果、周辺の生活環境に及ぼす（もしくは

そのおそれがある）悪影響の程度などを踏まえ、 

① 特定空家等として認定する 

② 管理不全空家等として認定する 

③ どちらにも該当しないものとして継続的な経過観察を行う 

のいずれかに該当するか総合的に判断します。 

なお、本市の職員のみでの判定が難しい場合は、外部専門家の協力を仰ぎ、意見を求

めます。 

  

空家等の調査等 

調査結果に基づく判定 

管理不全空家等認定 

特定空家等認定 

改善が 

見られず 

状態が悪化 

指導 

協議会意見徴収 

勧告 

協議会意見徴収 

助言・指導 

協議会意見徴収 

勧告 

命令 

行政代執行 
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（２） 管理不全空家等に対する措置の流れ 

前項の判定（P.56）により管理不全空家等の状態であると判断した場合は、本市が管理

不全空家等に認定したうえで、当該空家等の所有者等による自発的な状態の改善を促す

「指導」（空家法第 13条第１項）を行います。 

この指導をしてもなお、当該管理不全空家等の状態が改善されず、そのまま放置すれ

ば特定空家等に該当するおそれが大きいと本市が認める場合は、特定空家等に該当する

ことを防止するために必要な具体的な措置について「勧告」（空家法第 13 条第２項）を

行うことを検討します。 

なお、管理不全空家等については、周辺の生活環境に及ぼす影響の程度が特定空家等

ほど大きくはなっていない状況であることから、命令や代執行のような強い公権力の行

使に係る措置は空家法に規定されていません。 

よって、周辺の生活環境に及ぼす影響が大きくなり、命令や代執行が必要な場合おい

ては、改めて特定空家等に認定したうえで、特定空家等の所有者等に対する「助言・指

導」から始まる措置を省略せず順に行うこととなります。 

 

（３） 特定空家等に対する措置の流れ 

前項の判定（P.56）により特定空家等の状態であると判断した場合は、本市が特定空家

等に認定したうえで、当該空家等の所有者等に対して当該空家等の状態に応じ、除却、

修繕、立木竹の伐採、その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう

「助言又は指導」（空家法第 22条第１項）を行います。 

この助言又は指導をしてもなお、当該特定空家等の状態が改善しない場合は、「勧告」

（同条第２項）を行うことを検討します。さらに、勧告をしてもなお、当該特定空家等

の状態が改善しない場合、悪影響の度合と切迫性等を勘案したうえで本市は、再度、勧

告を行うか、「命令」（同条第３項）を行うか検討します。 

 

（４） 行政代執行の検討 

前述の命令を受けた当該特定空家等の所有者等（以下「義務者」という。）が、命令に

際して本市が示した当該措置を履行しない、もしくは履行しても十分でない又は履行し

ても期限までに完了する見込みがない場合は、行政代執行法（昭和 23 年法律第 43 号）

の定めるところに従い、本市直営もしくは本市が委任した第三者が、義務者に代わり当

該措置を実施（「行政代執行」（空家法第 22条第９項））することを検討します。 

なお、行政代執行に要した一切の費用は、義務者から徴収します。  
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（５） 固定資産税の住宅用地特例に関する措置 

管理不全空家等及び特定空家等に該当する家屋に係る敷地について、住宅用地特例の

適用を受けて固定資産税が減額されている場合、管理不全空家等の勧告もしくは特定空

家等の勧告と同時１に本市は、当該敷地を住宅用地特例の対象から除外（本計画では「住

宅用地特例解除」という。）します。 

このことについては、固定資産税に関わるものであることから、勧告を行った旨を含

め、空家等に関する情報について、本市の税務部局と情報共有して連携します。 

 

（６） 災害その他非常の場合（緊急代執行）（空家法第 22 条第 11 項） 

災害その他非常の場合において、「保安上危険」に当該２する特定空家等に関し、緊急

に除却、修繕、立木竹の伐採、その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を

とる必要があると本市が認めるときで、空家法第 22 条第３項から第８項までの規定３に

より当該措置をとることを命ずるいとまがないとき、本市は「緊急代執行」を行うこと

ができます。なおガイドラインでは、緊急代執行が想定される以下の具体的なケースが

例示されています。 

・災害が発生しようとしている時、災害により特定空家等の屋根が飛散するおそれ

があり、緊急に修繕する必要があるとき。 

・災害の発生後、特定空家等の柱や外壁等が大きく破損し、その倒壊等の危険性が

見込まれるため、緊急に除却等を行い、安全を確保する必要があるとき。 

・災害発生の有無を問わず、特定空家等の傾き等が著しく、緊急に除却等を行い、

安全を確保する必要があるとき。  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
１ ただし、管理不全空家等の所有者等に対して勧告を行った後に、勧告に係る措置がとられず、当

該管理不全空家等の状態が悪化し、特定空家等に該当することとなった場合であっても、当該勧告

（注：管理不全空家等の勧告）が撤回されていない限り、特定空家等に該当することとなったこと

をもってその勧告の効力が失われるものではないため、その敷地について住宅用地特例の対象から

除外された状態が継続する。（出典：ガイドライン P.5「（２）特定空家等に対して法の規定を適用し

た場合の効果等」－「ハ 管理不全空家等との関係」） 

２ （緊急代執行は、）「特定空家等が保安上著しく危険な状態にある等」（注：「保安上危険」）の状況

を念頭に置いているところであり、例えば、「特定空家等が著しく景観を損なっている状態」などは

想定していない。（出典：ガイドライン「８．災害その他非常の場合（法第 22 条第 11 項）」－「（１）」） 

３ これに該当する空家法条文は、勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとら

なかった場合に際した「命令」に関する手続を規定するものである。よって緊急代執行は、勧告ま

で行っている必要がある。なお、「命ずる」者が確知できない場合、緊急代執行は行えず、略式代執

行を行う必要がある。 
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（７） 空家等対策協議会意見徴収の機会 

以下の機会において、空家等対策協議会（以下「協議会」という。）の委員の意見を聞

き、本市が決定するものとします。 

・特定空家等の「認定」の前 

・「住宅用地特例解除」という強い制約を伴う、管理不全空家等及び特定空家等の 

「勧告」の前 

ただし、上記以外の措置の段階であっても、本市が必要性を認めた場合においては、

協議会に意見を求めることができるものとします。 

 

（８） 略式代執行（空家法第 22 条第 10 項） 

本市が当該空家等を特定空家等に認定（P.57）した場合において、所有者等の特定（P.54）

に際し、ガイドライン「所有者等の特定に係る調査手順の例」（資料編 P.66）を参考とし

た所有者等の探索をもってしても所有者等が確知できず、当該空家等に対処するための

必要な措置をとることができない場合、略式代執行１が可能となります。 

ただし、所有者等が不明（不在）であり、代執行に要する経費は本市の負担となること

から、周辺生活環境への悪影響の切迫性・緊急性を勘案するとともに、財産管理制度の

活用可能性など慎重な検討を重ねたうえで実施します。 

 

（９） 財産管理制度の活用（空家法第 14 条、等） 

本市が当該空家等を特定空家等に認定（P.57）した場合において、特定空家等の所有者

等が確知できず、当該空家等に対処するための必要な措置をとることができない場合、

その状況に応じて本市は、相続財産清算人や不在者財産管理人の選任を請求することを

できます。ただし、周辺生活環境への悪影響の切迫性・緊急性を勘案するとともに、当

該空家等の売買価額により本市が負担する経費等の清算が可能であるかなどを慎重に見

極めたうえで、各種制度を活用するか検討します。 

なお、空家等の適切な管理のために特に必要があると認めるとき２には、前述の相続財

産清算制度及び不在者財産管理制度のほか、当該空家等の状況に応じ、所有者不明建物

管理制度、管理不全土地管理制度及び管理不全建物管理制度の活用も考えられます。  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
１ 過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないときは、その者の負担にお

いて、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。（空家

法第 22 条第 10 項） 

２ 前述の特定空家等認定した場合のほか、管理不全空家等に認定した場合などが考えられる。 
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【参考資料】 不在者財産管理制度及び相続財産清算制度の対応フロー 

不在者財産管理制度の対応フロー 

■ 不在者が所有する空き家・土地の場合（空き家と土地の所有者は同一とする） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

相続財産清算制度の対応フロー 

■ 相続放棄された空き家・土地の場合（空き家と土地の所有者は同一とする） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「空き家対策における財産管理制度の活用に関する参考資料」（国土交通省）  

※ 売却により回収できた場合は回収不能分のみ補助対象（回収できた分の補助金は要返還） 

※ 売却により回収できた場合は回収不能分のみ補助対象（回収できた分の補助金は要返還） 
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４． 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

（１） 総合相談窓口 

所有者等や周辺住民等からの相談に対し、本市の都市計画課を総合相談窓口としたう

えで、庁内関係部局との横断的な連携により、相談内容の解決へ向けた適切な対応や支

援などに努めます。 

下表に、空家等に関係する部局とその役割を示しますが、この他の部局においても連

携の必要性に応じて庁内体制に加えることにより、対応領域の拡大と支援等の強化を行

います。 
 

部局 役割 

都市計画課 

 空家等対策の総合窓口 

 空家等対策計画の策定及び変更に関すること 

 管理不全空家等及び特定空家等の認定及び措置に関すること 

 田村市空家等対策協議会事務局 

企画調整課 
 移住、定住に関すること 

 空き家バンクに関すること 

税 務 課  固定資産税に関すること 

環 境 課 
 廃棄物、不法投棄に関すること 

 環境衛生に関すること 

生活安全課  防犯、防火に関すること 

商 工 課  空き店舗等の利活用に関すること 

建 設 課  道路の安全に関すること 

農 林 課  農道、林道、法定外道路の安全に関すること 

※ 令和８年（2026年）３月現在 

 

（２） 田村空き家の相談窓口 

民間事業者と連携した「田村空き家の相談窓口」を開設し、売却や賃貸を希望する所

有者等と移住や購入等の希望者をつなげる対応を行うとともに、空家等に関するワンス

トップ相談窓口や空き家バンクの運営及び申請受付などに対応しています。 

なお、「田村空き家の相談窓口」と本市庁内に設置の総合相談窓口が連携する現在の枠

組みに加え、法律や相続、不動産、リフォーム等の建築など、市内の民間等の専門家や

団体との連携による活用サポートの必要性を検討します。  
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５． 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

（１） 田村市空家等対策協議会 

空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、空家法第８条に即した「田

村市空家等対策協議会設置要綱」を定めたうえで、「田村市空家等対策協議会」（以下「協

議会」という。）を設置しています。 

協議会の委員構成や所掌事項等については、下表のとおりとなります。 

 

協議会委員 
市長のほか、法務、不動産、建築等に関する学識経験者、その他市長が

必要と認める者の 10名以内で組織する。 

所掌事項 

・ 田村市空家等対策計画の策定及び変更に関すること 

・ 特定空家等に認定する際の協議（意見聴取） 

・ 管理不全空家等及び特定空家等の勧告に際した協議（意見聴取） 

・ その他空家等対策の推進に必要な事項に関すること 

任期 ２年 

 

 

（２） 福島県や県内市町村との連携 

福島県では、空家等の有効活用と適正管理に向けて、県内市町村が空家等対策に関す

る取組を計画的に推進できるよう、平成 27年（2015年）より、福島県建築指導課を事務

局とした「福島県空家等対策連絡調整会議」（以下「調整会議」という。）が設置・開催さ

れています。 

この調整会議を通じて、福島県より空家等対策に係る情報提供や技術的な助言を受け

るとともに、構成される県内市町村との相互調整や情報共有、連携を図っていきます。 
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６． その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

（１） 空家等活用促進区域の設定について 

空家法第７条第３項に基づき、地区内の地域住民の意見を反映させたうえで特定行政

庁（本市の場合は福島県）の同意を得て、空家等活用促進区域（以下「促進区域」とい

う。）を定めることができます。 

この促進区域を定めることにより、安全確保等を前提とした接道規制の合理化や用途

規制の合理化が期待されます。 

ただし、市内の特定の一部区域において建築基準法や都市計画法の規制を緩和するこ

ととなる場合があることから、本計画策定時点では市内に促進区域を設定せず、今後、

先進自治体における事例や効果を研究したうえで、本市での必要性を慎重に検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【参考資料】 空家等活用促進区域（空家法第７条第３項）について 

○「空家等活用促進区域」を創設し、用途変更や建替え等を促進 

● 中心市街地、地域再生拠点など    ● 市区町村が活用指針を明示 

● 指針に合った空家等の活用を市区町村から所有者に要請 

● 許認可等を合理化･円滑化 

接道規制の合理化（建築基準法） 

用途規制の合理化（建築基準法） 

市街化調整区域内の空家等の用途変更（都市計画法） 

前面に接する道が幅員４ｍ未満でも、安全確保策

（※1）を前提に、建替え、改築等を特例認定 

（※1）市区町村と特定行政庁（※2）が協議して指針に規定 
（※2）特定行政庁：人口 25 万人以上の市又は都道府県等 

各用途地域で制限された用途でも、指針に定めた 

用途（※3）への変更を特例許可 

（※3）市区町村が特定行政庁の同意を得て指針に規定 

用途変更許可の際､指針に沿った空家等の活用が進むよう知事が配慮 

出典：「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律（概要２）」（国土交通省） 

コミュニティ・カフェとして活用 
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（２） 空家等管理活用支援法人の指定について 

空家法第 23 条に基づく空家等管理活用支援法人（以下「支援法人」という。）につい

ては、本計画に掲げる体制で取り組んでいく中で、先進自治体での事例を研究し、本市

において支援法人の指定が必要であるか検討していくものとします。 

よって、支援法人指定の必要性を本市が認めるまでの間、市長はこれを行わないこと

とします。 

なお、本市において支援法人を指定することが決定した場合においては、指定等に関

する審査基準を含む事務取扱要綱を策定し、本市オフィシャルサイト等で募集要項等を

公表します。 

 

 

（３） 本計画の成果指標と計画の見直し 

本計画における施策評価の成果指標については下表のとおりとし、計画期間中の各年

度において定期的に協議会に報告します。 

 

 

令和２年度（2020年度）～ 

令和６年度（2024年度） 

実績（P.47）の平均件数 

目標 

空き家バンク登録件数 12.6件 10件 

空き家バンクにおける成約件数 9.4件 10件 

※ 目標値は、目標年度までの累積総数ではなく、各年度内（単年度）での実績数とする。 

 

また、本計画の見直しについて、本計画の計画期間中であっても、空家法の改正や国

施策の動向、おおむね５年毎に実施される住宅・土地統計調査の結果、本計画施策の進

捗状況などを踏まえながら、本計画の見直しの必要性について検討を行います。  
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１． 所有者等の特定に係る調査手順の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な
指針（ガイドライン）（国土交通省）－〔別紙 5〕 
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２． 管理不全空家等及び特定空家等の判断基準 判定表 
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